
○
総
務
省
令
第
二
十
三
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
、
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
号
）
の
施
行
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
、
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
四
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
五
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
政
令
第
十
条
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
）

（
政
令
第
十
条
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
）

第
三
条
の
十
三
の
三

政
令
第
十
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関

第
三
条
の
十
三
の
三

［
同
上
］

係
と
す
る
。

一

一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以

一

一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以

下
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

下
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条

の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二

の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）

十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
じ
。
）
の

に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資

発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
自
己
が
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
（
以
下
こ

（
自
己
が
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行

の
条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
（
株
式

済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
（
株
式
又
は
出
資
を
い
う
。
以

又
は
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関
係
そ
の
他
の
一
方

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関
係
そ
の
他
の
一
方
の
者
が
他
方
の
者
を
直

の
者
が
他
方
の
者
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
す
る
関
係

接
又
は
間
接
に
支
配
す
る
関
係

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
等
の
様
式
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
等
の
様
式
）

第
四
条
の
四

法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

第
四
条
の
四

法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
書
等
の
様
式

げ
る
申
請
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

（
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
五
条

法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

第
五
条

法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、

申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と

げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が

こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

法
人
が
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と

３

法
人
が
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法

き
（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
場
合

又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該

を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と

地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様
式
を
定
め
た
と
き

な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る

は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を

納
付
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の

添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
更
正
請
求
書
の
様
式
）

（
更
正
請
求
書
の
様
式
）

第
六
条
の
五

法
人
が
更
正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
及
び
第

第
六
条
の
五

法
人
が
更
正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
及
び
第

七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
は
、
道
府
県
民
税
又
は
事
業
税
若
し
く
は
特
別
法

七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
は
、
道
府
県
民
税
又
は
事
業
税
若
し
く
は
地
方
法

人
事
業
税
若
し
く
は
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
は
第
十
号
の
三
様
式
、
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
第
十
号
の

人
特
別
税
に
つ
い
て
は
第
十
号
の
三
様
式
、
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
第
十
号
の
四
様
式
に
よ
る
も
の
と
す



四
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
譲
渡
割
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
譲
渡
割
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
の
四

法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
一
項
の
事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場

第
七
条
の
二
の
四

［
同
上
］

合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
代
表
者
の
氏
名
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法

一

申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
代
表
者
の
氏
名
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法

第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場

第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場

所
と
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
以
下
こ
の
号
、
次
条
及
び
第
七

所
と
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
以
下
こ
の
号
、
次
条
及
び
第
七

条
の
二
の
七
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以
下

条
の
二
の
七
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
同

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
同

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
地
方
消
費
税
に
つ

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
地
方
消
費
税
に
つ

い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十

い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十

二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

前
号
に
掲
げ
る
金
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額

五

前
号
に
掲
げ
る
金
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額

［
六

略
］

［
六

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
譲
渡
割
の
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

（
譲
渡
割
の
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
の
五

法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場

第
七
条
の
二
の
五

［
同
上
］

合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

一

申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所
等
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以
下
こ

該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所
等
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

［
二
～
八

略
］

［
二
～
八

同
上
］

２

法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
二
項
の
事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該

２

［
同
上
］

申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

一

申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所
等
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以
下
こ

該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所
等
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

四

前
号
に
掲
げ
る
不
足
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額

四

前
号
に
掲
げ
る
不
足
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

（
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
一
項
第
六
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
等
）

（
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
一
項
第
六
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
等
）

第
十
条
の
七
の
三

政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
社
会
福

第
十
条
の
七
の
三

［
同
上
］



祉
法
第
六
十
九
条
（
同
法
第
七
十
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
に
届
出
を
し
た
者
で
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か

三

政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か

ら
委
託
を
受
け
た
者

ら
委
託
を
受
け
た
者

［
四

略
］

［
四

同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

15

15

附

則

附

則

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

第
四
条
の
三
の
二

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及

第
四
条
の
三
の
二

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及

び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
平
成
三
十
年
度
及
び
令
和
元
年
度
に
お
け
る
第
八
条
の
二
十
五
第

び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
平
成
三
十
年
度
及
び
平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
第
八
条
の
二
十

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
八
条
の
二
十
三
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
人
口
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
八
条
の
二
十
三
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
人
口
に
係
る
部
分
に
限

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
八
条
の
二
十
五
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
八
条
の
二
十
五
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
後
段
及
び
第
三
項

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
後
段
及
び
第

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

第
七
条
の
三

［
略
］

第
七
条
の
三

［
同
上
］

２

政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
次
の
各
号

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら
被

二

附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら
被
災
住

災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者
等
（
こ
れ

宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の

ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
に
お

規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る

け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等
を
含
む
。
）
か
ら
取
得

当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等
を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た

し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら

当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得

取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等

し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
当

が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合

該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応

に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
附
則
第
十
六
条
の
二
第
三

５

［
同
上
］

項
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
十
倍
の
面
積
以

下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
は
、

当
該
持
分
の
割
合
に
、
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

（
同
項
に
規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
区
分

算
式

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
区
分

算
式

一

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［略

］

一

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［同
左

］



務
者

務
者

イ

平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

イ

平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

に
お
い
て
そ
の
全
部
が
人
の
居
住
の
用

に
お
い
て
そ
の
全
部
が
人
の
居
住
の
用

に
供
さ
れ
て
い
た
専
有
部
分
（
そ
の
全

に
供
さ
れ
て
い
た
専
有
部
分
（
そ
の
全

部
又
は
一
部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十
六

部
又
は
一
部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘
を
い
う
。

条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘
を
い
う
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供

さ
れ
て
い
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

さ
れ
て
い
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平

成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
に
お
い
て
所

成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
に
お
い
て
所

有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
令

て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
平

和
元
年
度
又
は
令
和
二
年
度
に
係
る
賦

成
三
十
一
年
度
又
は
平
成
三
十
二
年
度

課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災

の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共
用
土

共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被

地
に
係
る
共
有
持
分
（
同
月
十
四
日
以

災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
同
月

後
に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当
該
被
災
共

十
四
日
以
後
に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。
以

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
を

下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合

除
く
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同

を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が

ト
ル
（
当
該
専
有
部
分
が
二
以
上
の
部

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
当
該
専
有
部
分

分
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ
て
い
た
場
合

が
二
以
上
の
部
分
に
独
立
的
に
区
画
さ

に
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
専

れ
て
い
た
場
合
に
は
、
二
百
平
方
メ
ー

有
部
分
に
存
し
た
住
居
の
数
を
乗
じ
て

ト
ル
に
当
該
専
有
部
分
に
存
し
た
住
居

得
た
面
積
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び

の
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。
以

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
と
な
る

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

当
該
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

じ
。
）
以
下
と
な
る
当
該
共
有
持
分
を

有
し
て
い
る
も
の

ロ

政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第

ロ

政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り

特
例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
平
成
二
十

特
例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
平
成
二
十

八
年
四
月
十
三
日
に
お
い
て
有
し
て
い

八
年
四
月
十
三
日
に
お
い
て
有
し
て
い

た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持

た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持

分
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

分
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
特
定
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取

「
特
定
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取

得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定

得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号

す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号

又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等

又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等



か
ら
特
定
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続

か
ら
特
定
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続

人
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

人
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
で
令
和
元

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
で
平
成
三

年
度
又
は
令
和
二
年
度
に
係
る
賦
課
期

十
一
年
度
又
は
平
成
三
十
二
年
度
に
係

日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面

る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用

積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に

土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共

係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合

続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相

（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者

続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合
に

特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当

は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特

分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。

定
共
有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
等
に
係

と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相

る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
」
と
い

続
等
に
係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
」

う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平

と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二

方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
当
該
特
定
共

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
当
該
特

有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

定
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

二

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［

・
ロ

略
］

二

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［

・
ロ

同
左

］

イ
イ

務
者

務
者

イ

特
例
対
象
者
で
令
和
元
年
度
又
は
令

Ｊ
＜
Ｅ

×

（Ｆ
＋
Ｈ

）で
あ
る

場
合

に
は

イ
の

算
式

を

イ

特
例
対
象
者
で
平
成
三
十
一
年
度
又

Ｊ
＜
Ｅ

×

（Ｆ
＋
Ｈ

）で
あ
る

場
合
に
は

イ
の
算
式

を

和
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

用
い

、Ｊ
≧
Ｅ
×

（Ｆ
＋
Ｈ

）で
あ

る
場

合
に

は
ロ

の

は
平
成
三
十
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

用
い

、Ｊ
≧
Ｅ
×

（Ｆ
＋
Ｈ

）で
あ
る

場
合
に
は

ロ
の

当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者

算
式

を
用
い
る

。

に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積

算
式

を
用
い

る

。

の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持

（算
式
の

符
号

）

に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

（算
式
の

符
号

）

分
（
平
成
二
十
八
年
四
月
十
四
日
以
後

［Ａ

～Ｅ
略

］

る
共
有
持
分
（
平
成
二
十
八
年
四
月
十

［Ａ

～Ｅ
同
左

］

に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当
該
被
災
共
用

Ｆ
前
号
に
掲
げ

る
各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者
の

四
日
以
後
に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当
該

Ｆ
前
号
に

掲
げ

る
各
被

災
共
用
土
地

納
税
義

務
者

の

土
地
に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。
以
下

令
和
元
年

度
又
は
令

和
２
年

度
に

係
る

賦
課

期
日

に

被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
を
除

平
成

31
年
度
又

は
平

成
32

年
度
に

係
る

賦
課

期
日

こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
を

お
け
る
当
該
被

災
共
用
土

地
に

係
る

同
号

の
共

有
持

く
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
け
る

当
該

被
災
共

用
土
地
に
係

る
同
号

の
共

有

乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト

分
又
は

特
定
共
有

持
分
の
割

合
を

合
算

し
た

も
の

の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平

持
分

又
は

特
定
共

有
持

分
の
割

合
を

合
算

し
た
も
の

ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
当
該
共
有
持

Ｇ
こ
の

号
に
掲
げ
る

各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
当

Ｇ
こ
の

号
に
掲

げ
る

各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者

分
を
有
し
て
い
る
も
の

の
令

和
元
年
度

又
は
令
和
２

年
度

に
係

る
賦

課
期

日

該
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

の
平

成
31

年
度

又
は
平
成

32
年
度

に
係

る
賦

課
期

ロ

相
続
人
等
で
令
和
元
年
度
又
は
令
和

に
お
け

る
当
該
被
災

共
用
土

地
に

係
る

こ
の

号
の

共
ロ

相
続
人
等
で
平
成
三
十
一
年
度
又
は

日
に

お
け

る
当
該

被
災

共
用
土

地
に

係
る

こ
の
号
の

二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当

有
持
分
又
は

特
定
共
有

持
分

の
割

合
平
成
三
十
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に

共
有
持
分

又
は
特
定
共

有
持
分
の
割

合

該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
相
続
等
に

Ｈ
こ
の
号
に
掲

げ
る
各
被

災
共

用
土

地
納

税
義

務
者

お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に

Ｈ
こ
の
号

に
掲

げ
る
各

被
災
共
用
土

地
納
税

義
務

者

係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て

の
令
和
元

年
度
又
は

令
和
２

年
度

に
係

る
賦

課
期

日

相
続
等
に
係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合

の
平

成
31

年
度

又
は

平
成

32
年

度
に

係
る

賦
課

期

得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

に
お
け
る
当
該

被
災
共
用

土
地

に
係

る
こ

の
号

の
共

を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

日
に
お
け

る
当

該
被
災

共
用
土
地
に

係
る
こ

の
号

の

え
る
こ
と
と
な
る
当
該
特
定
共
有
持
分

有
持
分

又
は
特
定

共
有
持
分

の
割

合
を

合
算

し
た

も

ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
当
該
特
定

共
有

持
分

又
は
特

定
共

有
持
分

の
割

合
を

合
算
し
た

を
有
し
て
い
る
も
の

の

共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

も
の

［Ｉ

～Ｌ
略

］

［Ｉ

～Ｌ
同
左

］



［
三

略
］

（Ａ
－

（Ｂ
＋
Ｃ

）
）／

（Ａ
×

Ｄ

）

［
三

同
上
］

（Ａ
－

（Ｂ
＋
Ｃ

）
）／

（Ａ
×
Ｄ

）

（算
式
の
符
号

）

（算
式
の
符
号

）

［Ａ

～Ｃ
略

］

［Ａ

～Ｃ
同

左

］

Ｄ
こ
の

号
に
掲
げ
る

各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者
Ｄ

こ
の

号
に

掲
げ

る
各
被

災
共

用
土

地
納

税
義

務
者

の
令
和
元
年
度

又
は
令
和

２
年

度
に

係
る

賦
課

期
日

の
平

成
31

年
度
又
は
平
成

32
年

度
に
係
る

賦
課
期

に
お
け

る
当
該
被

災
共
用
土

地
に

係
る

共
有

持
分

の
日

に
お

け
る
当

該
被

災
共
用

土
地

に
係

る
共

有
持

分

割
合
を
合
算

し
た
も
の

の
割
合
を

合
算
し
た
も

の

６

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有
部
分
で
平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

６

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有
部
分
で
平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
を
平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
に
お
い

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
を
平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
に
お
い

て
所
有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

て
所
有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

で
あ
る
も
の
又
は
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か

で
あ
る
も
の
又
は
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か

ら
そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

ら
そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
例
適
用
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条
第

「
特
例
適
用
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条
第

三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
例
適
用
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含

三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
例
適
用
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務

者
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
相
続
人
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用

者
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
相
続
人
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
令
和
元
年
度
又
は
令
和
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共

土
地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
平
成
三
十
一
年
度
又
は
平
成
三
十
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当

用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分

等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用

の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
」
と
い
う
。
）
に
当
該
人
の
居
住
の

共
有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
」
と
い
う
。
）
に
当
該
人

用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
割

の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

「
居
住
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百

ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
前
項
の
表
の
第

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
前
項

一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

の
表
の
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
面
積
が
二
百
平
方

超
え
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の
第
二
号
及
び
第
三

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の
第
二

号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割
合
を
乗
じ
て
得
た

て
当
該
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
令
和
元
年
度
又
は
令
和
二
年
度
に
係

数
値
を
も
つ
て
当
該
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
平
成
三
十
一
年
度
又
は

る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又
は
特
定
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定

平
成
三
十
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割

割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分

合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
令
和
元
年
度
又
は

の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務

令
和
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項

者
の
平
成
三
十
一
年
度
又
は
平
成
三
十
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ

持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る

い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
併
用
専
有
部
分

者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
乗
ず
る
べ
き
数
値
と
す
る
。

に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
乗
ず
る
べ
き
数
値
と
す

る
。

算
式

算
式



α
×

Ｋ
＋
β
×

（１
－

Ｋ

）

α
×

Ｋ
＋

β
×

（１
－

Ｋ

）

（算
式
の
符

号

）

（算
式

の
符

号

）

α
前
項
の

表
の
第
１
号

又
は
第
２

号
に
定
め

る
算
式
に
よ

り
計
算
し

た
数
値

α
前

項
の

表
の

第
１

号
又
は
第

２
号
に

定
め

る
算

式
に
よ

り
計

算
し

た
数
値

β
前

項
の
表
の

第
３
号
に

定
め
る
算
式

に
よ
り
計

算
し
た
数

値
β

前
項

の
表

の
第

３
号
に

定
め
る

算
式
に

よ
り
計

算
し
た

数
値

Ｋ
居
住

割
合

Ｋ
居

住
割

合

［
７
～
９

略
］

［
７
～
９

同
上
］

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
及
び
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
及
び
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
八
号
又
は
第
十
七
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
契
約

４

政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
八
号
又
は
第
十
七
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
契
約

は
、
特
定
中
小
会
社
と
の
間
で
締
結
す
る
特
定
株
式
に
係
る
投
資
に
関
す
る
条
件
を
定
め
た
契
約
で
中
小
企
業

は
、
特
定
中
小
会
社
と
の
間
で
締
結
す
る
特
定
株
式
に
係
る
投
資
に
関
す
る
条
件
を
定
め
た
契
約
で
中
小
企
業

等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ニ
に
規
定

等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
五
条
第
二
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す

す
る
投
資
に
関
す
る
契
約
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

る
投
資
に
関
す
る
契
約
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

［
５
～
８

略
］

［
５
～
８

同
上
］

（
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

（
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

第
二
十
四
条

［
略
］

第
二
十
四
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項

５

［
同
上
］

に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
次
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
十

倍
の
面
積
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

の
補
正
は
、
当
該
持
分
の
割
合
に
、
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
（
同
項
に
規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
い
う
。
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区

分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
区
分

算
式

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
区
分

算
式

一

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［略

］

一

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［同
左

］

務
者

務
者

イ

平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

イ

平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

に
お
い
て
そ
の
全
部
が
人
の
居
住
の
用

に
お
い
て
そ
の
全
部
が
人
の
居
住
の
用

に
供
さ
れ
て
い
た
専
有
部
分
（
そ
の
全

に
供
さ
れ
て
い
た
専
有
部
分
（
そ
の
全

部
又
は
一
部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十
六

部
又
は
一
部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘
を
い
う
。

条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘
を
い
う
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供

さ
れ
て
い
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

さ
れ
て
い
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平

成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
所
有

成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
所
有

し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
平
成

「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
平
成

二
十
四
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の

二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま



各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当

で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い

該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の

て
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有

（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に

持
分
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以

そ
の
者
が
取
得
し
た
当
該
被
災
共
用
土

後
に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当
該
被
災
共

地
に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。
以
下
イ

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。
以

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ
て

下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
を
乗

得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
当

じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

該
専
有
部
分
が
二
以
上
の
部
分
に
独
立

（
当
該
専
有
部
分
が
二
以
上
の
部
分
に

的
に
区
画
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
二

独
立
的
に
区
画
さ
れ
て
い
た
場
合
に

百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
専
有
部
分
に

は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
専
有

存
し
た
住
居
の
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積

部
分
に
存
し
た
住
居
の
数
を
乗
じ
て
得

と
す
る
。
以
下
次
項
ま
で
に
お
い
て
同

た
面
積
と
す
る
。
以
下
次
項
ま
で
に
お

じ
。
）
以
下
と
な
る
当
該
共
有
持
分
を

い
て
同
じ
。
）
以
下
と
な
る
当
該
共
有

有
し
て
い
る
も
の

持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

ロ

政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三

ロ

政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特

号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特

例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
平
成
二
十
三

例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
平
成
二
十
三

年
三
月
十
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当

年
三
月
十
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
特
定
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取

「
特
定
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取

得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定

得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号

す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号

又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等

又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等

か
ら
特
定
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続

か
ら
特
定
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続

人
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

人
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
で
平
成
二

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
で
平
成
二

十
四
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各

十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で

年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該

の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当

当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
定
共

分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特

有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係

例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ

る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複

る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係

数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者

る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用

に
係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
を
合
算

土
地
に
係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
を

し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項



い
て
「
相
続
等
に
係
る
特
定
共
有
持
分

に
お
い
て
「
相
続
等
に
係
る
特
定
共
有

の
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た

持
分
の
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て

面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な

得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

る
当
該
特
定
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る

と
な
る
当
該
特
定
共
有
持
分
を
有
し
て

も
の

い
る
も
の

二

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［

・ロ
略

］

二

次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

［

・ロ
同

左

］

イ
イ

務
者

Ｊ
＜
Ｅ

×

（Ｆ
＋
Ｈ

）で
あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
イ

の

務
者

Ｊ
＜
Ｅ

×

（Ｆ
＋
Ｈ

）で
あ
る

場
合
に
あ

つ
て
は
イ

の

イ

特
例
対
象
者
で
平
成
二
十
四
年
度
か

算
式
を
用
い

、Ｊ
≧
Ｅ
×

（Ｆ
＋

Ｈ

）で
あ

る
場

合
に

あ

イ

特
例
対
象
者
で
平
成
二
十
四
年
度
か

算
式
を
用

い

、Ｊ
≧
Ｅ
×

（Ｆ
＋
Ｈ

）で
あ
る

場
合

に
あ

ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る

つ
て

は
ロ
の
算

式
を
用
い
る

。

ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

つ
て

は
ロ
の
算

式
を
用
い
る

。

賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土

（算
式
の
符

号

）

係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共

（算
式
の

符
号

）

地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共
用

［Ａ

～Ｅ
略

］

用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災

［Ａ

～Ｅ
同
左

］

土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
平
成
二
十
三

Ｆ
前

号
に
掲
げ

る
各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者
の

共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
平
成
二

Ｆ
前

号
に
掲
げ

る
各

被
災

共
用
土

地
納

税
義

務
者

の

年
三
月
十
一
日
以
後
に
そ
の
者
が
取
得

平
成

24
年
度
か
ら

令
和
３

年
度

ま
で

の
各

年
度

に

十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
そ
の
者
が

平
成

24
年
度
か

ら
平

成
33

年
度
ま

で
の

各
年

度
に

し
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有

係
る

賦
課
期
日

に
お
け
る

当
該

被
災

共
用

土
地

に
係

取
得
し
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

係
る

賦
課

期
日

に
お
け

る
当
該
被
災

共
用
土

地
に

係

持
分
を
除
く
。
以
下
イ
に
お
い
て
同

る
同
号

の
共
有
持
分

又
は
特

定
共

有
持

分
の

割
合

を

共
有
持
分
を
除
く
。
以
下
イ
に
お
い
て

る
同

号
の

共
有
持

分
又

は
特
定

共
有

持
分

の
割
合
を

じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が

合
算
し
た
も

の

同
じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積

合
算

し
た
も

の

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と

Ｇ
こ
の
号
に
掲

げ
る
各
被

災
共

用
土

地
納

税
義

務
者

が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と

Ｇ
こ
の
号

に
掲

げ
る
各

被
災
共
用
土

地
納
税

義
務

者

な
る
当
該
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も

の
平
成

24
年
度
か
ら

令
和

３
年

度
ま

で
の

各
年

度

と
な
る
当
該
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る

の
平

成
24

年
度

か
ら

平
成

33
年

度
ま

で
の

各
年

度

の

に
係
る
賦
課

期
日
に
お
け

る
当

該
被

災
共

用
土

地
に

も
の

に
係
る
賦

課
期
日
に
お

け
る
当
該
被

災
共
用

土
地

に

ロ

相
続
人
等
で
平
成
二
十
四
年
度
か
ら

係
る
同

号
の
共
有

持
分
又
は

特
定

共
有

持
分

の
割

合

ロ

相
続
人
等
で
平
成
二
十
四
年
度
か
ら

係
る

同
号

の
共
有

持
分

又
は

特
定
共

有
持

分
の
割
合

令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦

Ｈ
こ
の

号
に
掲
げ
る

各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者

平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係

Ｈ
こ
の

号
に
掲

げ
る

各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者

課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地

の
平

成
24

年
度

か
ら
令
和

３
年

度
ま

で
の

各
年

度

る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用

の
平

成
24

年
度

か
ら
平
成

33
年
度

ま
で

の
各

年
度

の
面
積
に
相
続
等
に
係
る
特
定
共
有
持

に
係
る

賦
課
期
日
に

お
け
る

当
該

被
災

共
用

土
地

に

土
地
の
面
積
に
相
続
等
に
係
る
特
定
共

に
係

る
賦

課
期
日

に
お

け
る
当

該
被

災
共

用
土
地
に

分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百

係
る
同
号
の

共
有
持
分

又
は

特
定

共
有

持
分

の
割

合

有
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が

係
る
同
号

の
共
有
持
分

又
は
特
定
共

有
持
分

の
割
合

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

を
合

算
し
た
も
の

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と

を
合

算
し

た
も
の

当
該
特
定
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も

［Ｉ

～Ｌ
略

］

な
る
当
該
特
定
共
有
持
分
を
有
し
て
い

［Ｉ

～Ｌ
同

左

］

の

る
も
の

［
三

略
］

（Ａ
－

（Ｂ
＋
Ｃ

）
）／

（Ａ
×

Ｄ

）

［
三

同
上
］

（Ａ
－

（Ｂ
＋
Ｃ

）
）／

（Ａ
×
Ｄ

）

（算
式
の
符

号

）

（算
式
の

符
号

）

［Ａ

～Ｃ
略

］

［Ａ

～Ｃ
同
左

］

Ｄ
こ

の
号
に
掲
げ

る
各
被
災

共
用

土
地

納
税

義
務

者
Ｄ

こ
の
号
に

掲
げ

る
各
被

災
共

用
土

地
納

税
義

務
者

の
平
成

24
年

度
か
ら
令

和
３

年
度

ま
で

の
各

年
度

の
平
成

24
年

度
か
ら
平

成
33

年
度

ま
で

の
各

年
度

に
係

る
賦
課
期
日

に
お
け
る

当
該

被
災

共
用

土
地

に
に

係
る

賦
課
期

日
に

お
け
る

当
該

被
災

共
用

土
地

に

係
る
共
有

持
分
の
割

合
を
合

算
し

た
も

の
係
る
共
有

持
分
の
割

合
を
合
算
し

た
も
の

６

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有
部
分
で
平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

６

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有
部
分
で
平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
所
有
し
て

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
所
有
し
て

い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る
も
の

い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る
も
の



又
は
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
平

又
は
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
平

成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
例
適
用
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条

て
「
特
例
適
用
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条

第
三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
例
適
用
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含

第
三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
例
適
用
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務

者
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
相
続
人
等
（
以
下
次
項
ま
で
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納

者
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
相
続
人
等
（
以
下
次
項
ま
で
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る

税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続

け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き

人
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適

相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特

用
共
有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
」
と
い
う
。
）
に
当
該

例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
」
と
い
う
。
）
に

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に

て
「
居
住
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二

お
い
て
「
居
住
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
前

が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ

項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
面
積
が
二
百
平
方

て
前
項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
面
積
が
二
百

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の
第
二

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割
合
を
乗
じ
て
得
た

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割
合
を
乗
じ
て

数
値
を
も
つ
て
当
該
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
平
成
二
十
四
年
度
か
ら

得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
平
成
二
十
四
年
度

令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又
は
特
定
共

か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又

有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の
当
該

は
特
定
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面

専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地

積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災

納
税
義
務
者
の
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共

共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
併

る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も
つ
て

い
て
、
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た

当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
乗
ず

数
値
を
も
つ
て
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分

る
べ
き
数
値
と
す
る
。

の
割
合
に
乗
ず
る
べ
き
数
値
と
す
る
。

算
式

算
式

α
×
Ｋ
＋
β
×

（１
－
Ｋ

）

α
×

Ｋ
＋

β
×

（１
－

Ｋ

）

（算
式
の

符
号

）

（算
式

の
符

号

）

α
前
項

の
表
の
第
１

号
又
は
第

２
号
に
定
め

る
算
式
に

よ
り
計
算

し
た
数
値

α
前

項
の

表
の

第
１

号
又
は
第

２
号
に

定
め
る
算
式

に
よ
り
計
算

し
た
数
値

β
前
項
の
表

の
第
３
号
に

定
め
る
算

式
に
よ
り

計
算
し
た
数

値
β

前
項

の
表

の
第

３
号

に
定

め
る
算

式
に
よ
り

計
算
し
た

数
値

Ｋ
居

住
割
合

Ｋ
居

住
割

合

［
７
～

略
］

［
７
～

同
上
］

12

12

第
一
号
様
式
（
第
一
条
の
四
関
係
）

第
一
号
様
式
（
第
一
条
の
四
関
係
）

［
様
式

別
紙
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
一

挿
入
］

第
１
号
様
式
記

載
要
領

略
第

１
号

様
式

記
載

要
領

同
左

［
］

［
］

第
五
号
の
十
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
６
）
（
第
二
条
の
五
の
二
関
係
）

第
五
号
の
十
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
６
）
（
第
二
条
の
五
の
二
関
係
）

［
様
式

別
紙
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三

挿
入
］

第
五
号
の
十
四
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
６
）
（
第
二
条
の
五
の
二
関
係
）

第
五
号
の
十
四
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
６
）
（
第
二
条
の
五
の
二
関
係
）



［
様
式

別
紙
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五

挿
入
］

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七

挿
入
］

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式

記
載
要
領

第
６

号
様

式
記

載
要

領

１
こ

の
申

告
書

は
仮

決
算

に
基

づ
く

中
間

申
告

確
定

し
た

決
算

に
基

づ
く

確
定

申
告

又
は

こ
れ

ら
に

係
１

こ
の

申
告

書
は

仮
決

算
に

基
づ

く
中

間
申

告
確

定
し

た
決

算
に

基
づ

く
確

定
申

告
又

は
こ

れ
ら

に
係

、
、

、
、

る
修

正
申

告
を

す
る

場
合

に
使

用
す

る
こ

と
な

お
事

業
税

及
び

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
る

修
正

申
告

を
す

る
場

合
に

使
用

す
る

こ
と

な
お

事
業

税
及

び
地

方
法

人
特

別
税

に
係

る
仮

決
算

に
基

。
、

。
、

税

（地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
法

律

（平
成

2
8
年

法
律

第
1
3
号

）附
則

第
3
1
条

第
２

項
の

規
定

づ
く

中
間

申
告

は
そ

の
税

額
が

予
定

申
告

に
係

る
税

額
を

超
え

な
い

と
き

に
限

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
こ

、

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

た
同

法
第

９
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

地
方

法
人

特
別

税
と

。

等
に

関
す

る
暫

定
措

置
法

に
規

定
す

る
地

方
法

人
特

別
税

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ
。

）に
係

る
仮

決
算

に
基

づ
く

中
間

申
告

は
そ

の
税

額
が

予
定

申
告

に
係

る
税

額
を

超
え

な
い

と
き

に
限

。
、

り
行
う

こ
と
が
で
き

る
こ
と

。

２
９

略
２

９
同

左
［

～
］

［
～

］

1
0

道
府

県
民

税
の

法
人

税
法

の
規

定
に

よ
て

計
算

し
た

法
人

税
額

①
の

欄
は

法
人

税
の

申
告

書
1
0

道
府

県
民

税
の

法
人

税
法

の
規

定
に

よ
て

計
算

し
た

法
人

税
額

①
の

欄
は

法
人

税
の

申
告

書
「

っ
」

、
「

っ
」

、

（別
表

１

）の
法

人
税

額
計

の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

（別
表

１
1

か
ら

別
表

１
3

ま
で

）の
法

人
税

額
計

の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

「
」

(
)

(
)

「
」

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
額

を
加

算
し

た
金

額
）を
記

載
し

括
弧

内
に

は
土

地
譲

渡
利

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
額

を
加

算
し

た
金

額

）を
記

載
し

括
、

、
、

、
、

益
金

額
に

対
す

る
法

人
税

額
リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
及

び
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
弧

内
に

は
土

地
譲

渡
利

益
金

額
に

対
す

る
法

人
税

額
リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
及

び
使

途
秘

匿
金

の
、

、
、

（使
途
秘
匿

金
の
支
出
の

額
の

40
％
相
当
額

）の
合
計
額

を
記
載
す
る

こ
と

支
出

に
対

す
る

法
人

税
額

（使
途

秘
匿

金
の

支
出
の

額
の
40

％
相
当
額

）の
合

計
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

。

1
1

略
1
1

同
左

［
］

［
］

1
2

事
業

税
の

所
得

金
額

総
額

㉗
の

欄
は

第
６

号
様

式
別

表
５

を
添

付
す

る
法

人
に

あ
て

は
第

６
号

1
2

事
業

税
の

所
得

金
額

総
額

㉗
の

欄
は

第
６

号
様

式
別

表
５

を
添

付
す

る
法

人
に

あ
て

は
第

６
号

「
」

、
っ

「
」

、
っ

様
式

別
表

５
の

合
計

㉞
の

欄
の

金
額

を
そ

の
他

の
法

人
に

あ
て

は
こ

の
申

告
書

の
仮

計

○

6
8

の
様

式
別

表
５

の
合

計
㉝

の
欄

の
金

額
を

そ
の

他
の

法
人

に
あ

て
は

こ
の

申
告

書
の

仮
計

○

6
8

の
「

」
、

っ
「

」
「

」
、

っ
「

」

欄
の

金
額

か
ら

繰
越

欠
損

金
額

等
若

し
く

は
災

害
損

失
金

額
又

は
債

務
免

除
等

が
あ

た
場

合
の

欠
損

金
欄

の
金

額
か

ら
繰

越
欠

損
金

額
等

若
し

く
は

災
害

損
失

金
額

又
は

債
務

免
除

等
が

あ
た

場
合

の
欠

損
金

「
っ

「
っ

額
等
の
当

期
控
除
額

○

6
9

の
欄
の
金

額
を
控
除

し
た
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

額
等

の
当

期
控

除
額

○

6
9

の
欄

の
金

額
を
控
除

し
た
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

」
。

」
。

1
3

15
略

1
3

15
同

左
［

～
］

［
～

］

1
6

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

の
所

得
割

に
係

る
特

別
法

人
事

業
税

額
又

は
地

方
法

人
特

別
1
6

地
方

法
人

特
別

税
の

所
得

割
に

係
る

地
方

法
人

特
別

税
額

○

53
の

課
税

標
準

の
欄

は
標

準
税

率
「

「
」

「
」

、

税
額

○

5
3

の
課

税
標

準
の

欄
は

標
準

税
率

が
適

用
さ

れ
る

法
人

に
つ

い
て

は
計

㉛
又

は
軽

減
が

適
用

さ
れ

る
法

人
に

つ
い

て
は

計
㉛

又
は

軽
減

税
率

不
適

用
法

人
の

金
額

㉜
の

税
額

の
欄

」
「

」
、

「
」

「
「

」
「

」
「

」

税
率

不
適

用
法

人
の

金
額

㉜
の

税
額

の
欄

の
金

額
を

記
載

し
標

準
税

率
以

外
の

税
率

が
適

用
さ

れ
の

金
額

を
記

載
し

標
準

税
率

以
外

の
税

率
が

適
用

さ
れ

る
法

人
に

つ
い

て
は

第
６

号
様

式
別

表
1
4
の

計
」

「
」

、
、

「

る
法

人
に

つ
い

て
は

第
６

号
様

式
別

表
1
4
の

計
⑤

又
は

軽
減

税
率

不
適

用
法

人
の

金
額

⑥
の

基
⑤

又
は

軽
減

税
率

不
適

用
法

人
の

金
額

⑥
の

基
準

法
人

所
得

割
額

の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
「

」
「

」
「

」
「

」
「

」

準
法
人
所
得

割
額

の
欄
の
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

と
」

。
。

1
7

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

の
収

入
割

に
係

る
特

別
法

人
事

業
税

額
又

は
地

方
法

人
特

別
1
7

地
方

法
人

特
別

税
の

収
入

割
に

係
る

地
方

法
人

特
別

税
額

○

5
4

の
課

税
標

準
の

欄
は

標
準

税
率

「
「

」
「

」
、

税
額

○

5
4

の
課

税
標

準
の

欄
は

標
準

税
率

が
適

用
さ

れ
る

法
人

に
つ

い
て

は
収

入
金

額
㊳

の
が

適
用

さ
れ

る
法

人
に

つ
い

て
は

収
入

金
額

㊳
の

税
額

の
欄

の
金

額
を

記
載

し
標

準
税

率
以

外
」

「
」

、
「

」
「

「
」

「
」

、

税
額

の
欄

の
金

額
を

記
載

し
標

準
税

率
以

外
の

税
率

が
適

用
さ

れ
る

法
人

に
つ

い
て

は
第

６
号

様
式

別
の

税
率

が
適

用
さ

れ
る

法
人

に
つ

い
て

は
第

６
号

様
式

別
表

1
4
の

収
入

金
額

⑧
の

基
準

法
人

収
入

割
」

、
「

」
「

表
1
4
の

収
入
金
額
⑧

の
基
準

法
人
収
入

割
額

の
欄
の
金
額
を

記
載
す

る
こ

と
額

の
欄

の
金

額
を

記
載
す

る
こ

と
「

」
「

」
。

」
。

1
8

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

の

○

6
0
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

6
1

の
欄

は
事

業
税

の
確

定
申

1
8

地
方

法
人

特
別

税
の

○
6
0
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

6
1

の
欄

は
事

業
税

の
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
が

延
「

」
、

「
」

、

告
書

の
提

出
期

限
が

延
長

さ
れ

て
い

る
法

人
が

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

に
つ

き
当

該
申

告
長

さ
れ

て
い

る
法

人
が

地
方

法
人

特
別

税
に

つ
き

当
該

申
告

書
の

提
出

前
に

納
付

し
た

金
額

を
記

載
す

る
こ



書
の

提
出
前
に

納
付
し
た
金

額
を
記
載

す
る
こ
と

と
。

。

1
9

事
業

税
の

所
得

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

４

）の
3
4

）又
は

個
別

所
得

金
額

（法
人

税
の

明
1
9

事
業

税
の

所
得

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

４

）の
3
4

）又
は

個
別

所
得

金
額

（法
人

税
の

明
「

(
)

「
(

)

細
書

（別
表

４
の

２
付

表

）の
4
2

）
○

6
3

の
欄

は
法

人
税

法
第
8
1
条

の
９

第
４

項
の

規
定

の
適

用
を

受
細

書

（別
表

４
の

２
付

表

）の
4
2

）
○

6
3

の
欄

は
法

人
税

法
第
8
1
条

の
９

第
４

項
の

規
定

の
適

用
を

受
(

)
」

、
(

)
」

、

け
る

法
人

に
あ

て
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

４
の

２
付

表

）の
仮

計
4
2

の
欄

の
金

額
に

同
け

る
法

人
に

あ
て

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

４
の

２
付

表

）の
仮

計
4
2

の
欄

の
金

額
に

同
っ

、
「

(
)」

、
っ

、
「

(
)」

、

明
細

書
の

被
合

併
法

人
等

の
最

終
の

事
業

年
度

の
欠

損
金

の
損

金
算

入
額

3
4

の
欄

の
金

額
を

加
算

し
明

細
書

の
被

合
併

法
人

等
の

最
終
の

事
業
年
度
の

欠
損
金
の

損
金

算
入

額
7

の
欄

の
金

額
を

加
算
し

た
「

(
)」

「
(

)」

た
金
額
を
記
載

す
る
こ
と

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

。

2
0

2
4

略
2
0

2
4

同
左

［
～

］
［

～
］

第
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号

様
式
別
表

１
記
載
要

領
第

６
号

様
式

別
表

１
記

載
要

領

１
４

略
１

４
同

左
［

～
］

［
～

］

５
法

人
税

法
の

規
定

に
よ

て
計

算
し

た
連

結
法

人
税

額
に

係
る

個
別

帰
属

額
又

は
法

人
税

法
の

規
定

に
５

法
人

税
法

の
規

定
に

よ
て

計
算

し
た

連
結

法
人

税
額

に
係

る
個

別
帰

属
額

又
は

法
人

税
法

の
規

定
に

「
っ

「
っ

よ
て

計
算

し
た

法
人

税
額

①
の

欄
は

連
結

申
告

法
人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
6
号

に
規

定
す

る
連

結
よ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

の
欄

は
連

結
申

告
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
6
号

に
規

定
す

る
連

結
っ

」
、

っ
」

、

申
告

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）に
あ

て
は

当
該

連
結

申
告

法
人

に
係

る
申

告
法

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）に
あ

て
は

当
該

連
結

申
告

法
人

に
係

る
。

。
っ

、
。

。
っ

、

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

５
の

２
2

付
表

）の
当

期
分

4
4

欄
の

当
期

発
生

額
②

の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

５
の

２
2

付
表

）の
当

期
分

4
4

欄
の

当
期

発
生

額
②

の
欄

の
金

額
(

)
「

(
)」

「
」

(
)

「
(

)」
「

」

（連
結

地
方

法
人

税
個

別
帰

属
額

を
除

く

）に
所

得
税

額
の

控
除

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税
の

明
細

（連
結

地
方

法
人

税
個

別
帰

属
額

を
除

く

）に
所

得
税

額
の

控
除

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税
の

明
細

。
、

。
、

書

（別
表
６
の
２

1

）の
2
2
の

欄
の
金
額

）

外
国
税
額
の

控
除
額
の
個

別
帰

属
額

（法
人

税
の

明
細

書
書

（別
表

６
の

２
1

）の
2
2
の

欄
の

金
額

）

外
国
税
額

の
控
除
額
の

個
別
帰
属
額

（法
人
税

の
明

細
書

(
)

(
)

、
(

)
(

)
、

（別
表
６

の
２

2
付
表

）の
1
8

の
欄
の

金
額

）

分
配
時

調
整
外
国

税
相
当

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税

（別
表

６
の

２
2

付
表

）の
1
8

の
欄

の
金
額

）及
び

連
結

欠
損
金

の
繰

戻
し

に
よ
る

還
付

金
の
個
別

帰
属

(
)

(
)

、
(

)
(

)

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

（２
の

２

）
）の

2
7

の
欄

の
金

額

）

連
結

欠
損

金
の

繰
戻

し
に

よ
る

還
付

金
額

の
合

計
額

を
加

算
し

た
金

額
を

記
載

し
括

弧
内

に
は

個
別

帰
属

特
別

控
除

取
戻

税
額

等
個

別
帰

属
特

(
)

、
、

（

の
個

別
帰

属
額

及
び

個
別

控
除

対
象

所
得

税
額

等
相

当
額

の
個

別
帰

属
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

1
7

別
控

除
取

戻
税

額
等

が
な

い
場
合

に
は

零
を

記
載
す

る
こ

と
、

）
。

（３
の

1
2

）
）の

1
1

の
欄

の
金

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

金
額

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
個

別
帰

属
特

ま
た

連
結

申
告

法
人

以
外

の
法

人
に

あ
て

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
1

か
ら

別
表

１
3

ま
(

)
）

、
、

っ
、

(
)

(
)

別
控
除
取
戻

税
額
等

（個
別
帰
属
特

別
控
除
取

戻
税
額
等
が

な
い
場
合

に
は

零

）を
記

載
す

る
こ

と
で

）の
法

人
税

額
計

の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
、

。
「

」

ま
た

連
結

申
告

法
人

以
外

の
法

人
に

あ
て

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
法

人
税

額
計

載
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

当
該

法
人

税
額

計
の

欄
の

金
額

に
当

該
額

を
加

算
し

た
金

額

）を
記

載
し

、
っ

、
「

」
、

「
」

の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
括

弧
内

に
は

連
結

納
税

の
承

認
の

取
消

し
に

よ
る

取
戻

税
額

リ
ス

特
別

控
除

取
戻

税
額

使
途

秘
匿

、
、

ー
、

当
該

法
人

税
額

計
の

欄
の

金
額

に
当

該
額

を
加

算
し

た
金

額

）を
記

載
し

括
弧

内
に

は
連

結
納

税
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

地
譲

渡
利

益
金

額
に

対
す

る
法

人
税

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

、
「

」
、

の
承

認
の

取
消

し
に

よ
る

取
戻

税
額

リ
ス

特
別

控
除

取
戻

税
額

使
途

秘
匿

金
の

支
出

に
対

す
る

法
人

、
ー

、
。

税
額
及
び

土
地
譲

渡
利

益
金
額
に

対
す
る
法
人

税
額
の
合

計
額
を
記

載
す
る
こ

と
。

６
８

略
６

８
同

左
［

～
］

［
～

］

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式

別
表
１
の

２
記
載
要

領
第

６
号

様
式

別
表

１
の

２
記
載

要
領

１
３

略
１

３
同

左
［

～
］

［
～

］



４
法

人
税

法
の

規
定

に
よ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

３

）

４
法

人
税

法
の

規
定

に
よ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

３

）

「
っ

」
、

「
っ

」
、

の
法
人

税
額
計

6
及
び

法
人
税
額
計

29
の
欄
の
金

額

（こ
れ
ら
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
の

法
人

税
額

計
6

及
び

法
人
税

額
計

32
の
欄

の
金

額

（こ
れ
ら
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
「

(
)」

「
(

)」
「

(
)」

「
(

)」

支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

、
、

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

、
、

、
、

地
譲
渡
利

益
金
額
に
対

す
る
法
人

税
額
の
合

計
額
を
記
載

す
る
こ
と

地
譲

渡
利

益
金

額
に

対
す
る
法

人
税
額

の
合

計
額

を
記

載
す
る

こ
と

。
。

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
九

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
一

挿
入
］

第
６
号
様

式
別
表
５

記
載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
５

記
載

要
領

１
こ

の
計

算
書

は
法

第
7
2
条

の
2
3
第

２
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

医
療

法
人

若
し

く
は

農
業

協
同

組
合

１
こ

の
計

算
書

は
法

第
7
2
条

の
2
3
第

２
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

医
療

法
人

若
し

く
は

農
業

協
同

組
合

、
、

連
合

会
法

第
7
2
条

の
2
4
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

人
事

業
税

を
課

さ
れ

な
い

事
業

と
そ

の
他

の
事

業
連

合
会

法
第

7
2
条

の
2
4
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

人
事

業
税

を
課

さ
れ

な
い

事
業

と
そ

の
他

の
事

業
、

、
、

、

と
を
併
せ

て
行
う
法
人

法
人
税

法
第
27

条
第
62

条
第
２
項

第
62

条
の
５

第
２

項
若

し
く

は
第

14
2
条

の
と

を
併

せ
て

行
う

法
人

法
人
税

法
第

27
条

第
62

条
第
２

項
第
62

条
の
５
第

２
項

若
し

く
は

第
14
2
条

の
、

、
、

、
、

、

２
の

２
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

人
租

税
特

別
措

置
法

第
5
7
条

の
７

第
１

項
第

5
7
条

の
７

の
２

第
１

２
の

２
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

人
租

税
特

別
措

置
法

第
5
7
条

の
７

第
１

項
第

5
7
条

の
７

の
２

第
１

、
、

、
、

項
第

5
9
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

第
6
1
条

の
２

第
１

項
第

6
1
条

の
３

第
１

項
第

6
7
条

の
1
4
第

１
項

第
5
9
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

第
6
1
条

の
２

第
１

項
第

6
1
条

の
３

第
１

項
第

6
7
条

の
1
4
第

１
、

、
、

、
、

、
、

、

項
第

6
7
条

の
1
5
第

１
項

第
6
8
条

の
３

の
２

第
１

項
第

6
8
条

の
３

の
３

第
１

項
第

6
8
条

の
5
7
第

１
項

項
第

6
7
条

の
1
5
第

１
項

第
6
8
条

の
３

の
２

第
１

項
第

6
8
条

の
３

の
３

第
１

項
第

6
8
条

の
5
7
第

１
項

、
、

、
、

、
、

、
、

第
6
8
条
の
5
7
の
２

第
１
項

第
6
8
条
の

6
2
第
１

項
若
し
く
は

第
２
項

第
6
8
条

の
6
4
第

１
項

若
し

く
は

第
6

第
6
8
条

の
5
7
の

２
第

１
項

第
6
8
条

の
6
2
第
１

項
若
し

く
は

第
２

項
第
6
8
条
の
6
4
第
１

項
若

し
く

は
第
6

、
、

、
、

、
、

8
条
の
65

第
１
項
の

規
定
の
適

用
を
受
け
る

法
人

東
日
本
大
震

災
の
被
災
者

等
に

係
る

国
税

関
係

法
律

の
臨

8
条

の
65

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け
る

法
人
又
は

東
日

本
大

震
災
の

被
災

者
等
に

係
る

国
税

関
係

法
律
の

、

時
特

例
に

関
す

る
法

律
第

1
8
条

の
３

第
１

項
若

し
く

は
第

2
6
条

の
３

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

人
臨

時
特

例
に

関
す

る
法

律
第

1
8
条

の
３

第
１

項
若

し
く

は
第

2
6
条

の
３

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

又
は
政

令
第

21
条
の
２

の
３
の
規

定
の
適
用

を
受
け
る
法

人
が
課
税

標
準
と
な

る
所

得
の

計
算

を
行

う
場

合
人

が
課

税
標

準
と

な
る

所
得
の

計
算

を
行

う
場

合
に
記

載
し

第
６
号

様
式
の

申
告

書
に

添
付

す
る

こ
と

、
。

に
記
載
し

第
６
号
様

式
の
申
告

書
に
添
付
す

る
こ
と

、
。

２

・３
略

２

・３
同

左
［

］
［

］

４
所

得
金

額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

４

）の
3
4

）又
は

個
別

所
得

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
４

所
得

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

４

）の
3
4

）又
は

個
別

所
得

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
「

(
)

「
(

)

表
４

の
２

付
表

）の
4
2

）①
の

欄
は

法
人

税
法

第
8
1
条

の
９

第
４

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

人
表

４
の

２
付

表

）の
4
2

）①
の

欄
は

法
人

税
法

第
8
1
条

の
９

第
４

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
法

人
(

)
」

、
(

)
」

、

に
あ

て
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

４
の

２
付

表

）の
仮

計
4
2

の
欄

の
金

額
に

同
明

細
書

の
に

あ
て

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

４
の

２
付

表

）の
仮

計
4
2

の
欄

の
金

額
に

同
明

細
書

の
っ

、
「

(
)」

、
っ

、
「

(
)」

、

被
合

併
法

人
等

の
最

終
の

事
業

年
度

の
欠

損
金

の
損

金
算

入
額

3
4

の
欄

の
金

額
を

加
算

し
た

金
額

を
被

合
併

法
人

等
の

最
終
の
事

業
年
度

の
欠

損
金

の
損

金
算
入

額
7

の
欄
の
金

額
を

加
算

し
た

金
額
を

記
「

(
)」

「
(
)」

記
載
す
る
こ
と

載
す

る
こ

と
。

。

５
外

国
の

事
業

に
帰

属
す

る
所

得
に

対
し

て
課

さ
れ

た
外

国
法

人
税

の
額

⑪
の

欄
は

法
第

7
2
条

の
2
4

５
外

国
の

事
業

に
帰

属
す

る
所

得
に

対
し

て
課

さ
れ

た
外

国
法

人
税

の
額

⑩
の

欄
は

法
第

7
2
条

の
2
4

「
」

、
「

」
、

前
段

に
規

定
す

る
区

分
計

算
の

方
法

に
よ

て
事

業
税

に
係

る
所

得
計

算
を

す
る

法
人

が
外

国
の

事
業

に
帰

前
段

に
規

定
す

る
区

分
計

算
の

方
法

に
よ

て
事

業
税

に
係

る
所

得
計

算
を

す
る

法
人

が
外

国
の

事
業

に
帰

っ
っ

属
す

る
所
得
に

対
し
て
課
さ

れ
た
外
国

法
人
税

の
額
を
記
載
す

る
こ
と

属
す

る
所

得
に

対
し

て
課

さ
れ

た
外
国

法
人
税
の

額
を
記
載

す
る
こ
と

。
。

６
外

国
の

事
務

所
又

は
事

業
所

（政
令

第
2
0
条

の
２

の
1
9
第

１
項

に
規

定
す

る
外

国
の

事
務

所
又

は
事

業
所

６
外

国
の

事
務

所
又

は
事

業
所

（政
令

第
2
0
条

の
２

の
1
9
第

１
項

に
規

定
す

る
外

国
の

事
務

所
又

は
事

業
所

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）を
有

し
な

い
内

国
法

人
が

事
業

年
度

の
中

途
に

お
い

て
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）を
有

し
な

い
内

国
法

人
が

事
業

年
度

の
中

途
に

お
い

て
。

。
。

。

外
国

の
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
こ

と
と

な
た

場
合

又
は

特
定

内
国

法
人

（法
第

7
2
条

の
1
9
に

規
定

外
国

の
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
こ

と
と

な
た

場
合

又
は

特
定

内
国

法
人

（法
第

7
2
条

の
1
9
に

規
定

っ
っ

す
る

特
定

内
国

法
人

を
い

う

）が
事

業
年

度
の

中
途

に
お

い
て

外
国

の
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
し

な
い

す
る

特
定

内
国

法
人

を
い

う

）が
事

業
年

度
の

中
途

に
お

い
て

外
国

の
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
し

な
い

。
。

こ
と

と
な

た
場

合
に

は
外

国
に

お
け

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

期
末

の
従

業
者

数
㉟

の
欄

に
は

こ
と

と
な

た
場

合
に

は
外

国
に

お
け

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

期
末

の
従

業
者

数

○

3
4

の
欄

に
は

っ
、

「
」

、
っ

、
「

」
、

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
外

国
の

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
数

を
合

計
当

該
事

業
年

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
在

に
お

け
る

外
国

の
事

務
所

又
は

事
業

所
の

従
業

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
１

人
と

す
る

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）を
記

載
し

期
末

の
総

従
業

者
数

㊱
こ

れ
を

１
人

と
す

る
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）を
記

載
し

期
末

の
総

従
業

者
数

○

3
5

、
。

。
、

「
、

。
。

、
「



の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
法

の
施

行
地

内
に

有
す

る
事

務
所

又
の

欄
に

は
当

該
事

業
年

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
在

に
お

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

」
、

」
、

は
事

業
所

の
従

業
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数

（そ
の

数
に

１
人

に
は

事
業

所
の

従
業

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を

１
人

と
す

る

）と
当

該
事

業
年

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
１

人
と

す
る

）と
当

該
事

業
年

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
、

。
、

。

在
に

お
け

る
外

国
の

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
在

に
お

け
る

外
国

の
事

務
所

又
は

事
業

所
の

従
業

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得
た
数

と
を
合
計
し

た
数
を
記

載
す
る
こ

と
て

得
た

数
と

を
合

計
し

た
数
を

記
載
す

る
こ

と
。

。

７
略

７
同

左
［

］
［

］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
三

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式

別
表
５
の
２

記
載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
５

の
２

記
載

要
領

１

・２
略

１

・２
同

左
［

］
［

］

３
単

年
度
損
益
⑤

の
欄
の

記
載
に
当

た
て
は

次
に
よ
る

こ
と

３
単

年
度

損
益

⑤
の

欄
の

記
載
に
当

た
て
は

次
に
よ
る

こ
と

「
」

っ
、

。
「

」
っ

、
。

1
法
第

7
2
条
の
1
8
の
規

定
に
よ
り

そ
の
例
に

よ
る
も
の
と

さ
れ
る
政

令
第
2
0
条

の
２

の
1
2
の

規
定

に
よ

る
1

法
第

7
2
条

の
1
8
の
規

定
に
よ

り
そ
の

例
に

よ
る
も

の
と

さ
れ
る

政
令
第
2
0
条
の

２
の
1
3
の

規
定

に
よ

る
(
)

(
)

読
替
え

後
の
法
人
税

法
第
59

条
第
１

項
の
規
定
の

適
用
を
受

け
よ
う
と

す
る

法
人

に
あ

て
は

同
欄

中
読

替
え

後
の

法
人

税
法
第

59
条
第
１

項
の
規
定
の

適
用
を
受

け
よ
う
と

す
る

法
人
に

あ
て
は

同
欄
中

っ
、

っ
、

第
６
号
様
式

○

6
8

と
あ
る
の
は

(
第
６
号
様
式

○

6
8
－
別
表

10
⑨
)

と
別

表
５

㉔
と

あ
る

の
は

第
６

号
様

式

○

6
8

と
あ

る
の
は

(
第
６
号

様
式

○

6
8
－

別
表

10
⑨
)

と
別
表

５
㉓

と
あ
る
の

は
「

」
「

」
、

「
」

「
」

「
」

、
「

」

(
別
表

５
㉔
－
別
表
1
0
⑨
)

と
読

み
替
え
て
計

算
し
た
金

額
を
記
載

す
る

こ
と

(
別

表
５

㉓
－

別
表
1
0
⑨
)

と
読

み
替
え
て

計
算

し
た
金

額
を

記
載

す
る
こ

と
「

」
。

「
」

。

2
法
人
税
法

第
59

条
第
２
項

（同
項
第
３

号
に
掲
げ

る
場
合
に
該

当
す
る
場

合
に

限
る

）の
規

定
の

適
2

法
人

税
法

第
59

条
第
２

項

（同
項

第
３

号
に
掲

げ
る

場
合
に

該
当

す
る
場

合
に

限
る

）の
規

定
の

適
(
)

。
(

)
。

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
法

人
に

あ
て

は
同

欄
中

第
６

号
様

式

○

6
8

と
あ

る
の

は
(
第

６
号

様
式

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
法

人
に

あ
て

は
同

欄
中

第
６

号
様

式

○

6
8

と
あ

る
の

は
(
第

６
号

様
式

っ
、

「
」

「
っ

、
「

」
「

○

68
－

別
表

1
0
㉑

)
と

別
表

５
㉔

と
あ

る
の

は
(
別

表
５

㉔
－

別
表

1
0
㉑

)
と

読
み

替
え

て
計

○

68
－

別
表

1
0
㉑

)
と

別
表

５
㉓

と
あ

る
の

は
(
別

表
５

㉓
－

別
表

1
0
㉑

)
と

読
み

替
え

て
計

」
、

「
」

「
」

」
、

「
」

「
」

算
し
た
金

額
を
記
載
す

る
こ
と

算
し

た
金

額
を

記
載

す
る
こ

と
。

。

3
法
人

税
法
第
5
9
条
第

２
項

（同
項

第
３
号
に

掲
げ
る
場

合
に
該
当
す

る
場

合
を

除
く

）の
規

定
の

適
3

法
人

税
法

第
5
9
条
第

２
項

（同
項

第
３
号

に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す

る
場
合
を

除
く

）の
規

定
の

適
(
)

。
(

)
。

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
法

人
に

あ
て

は
同

欄
中

第
６

号
様

式

○

6
8

と
あ

る
の

は
(
第

６
号

様
式

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
法

人
に

あ
て

は
同

欄
中

第
６

号
様

式

○

6
8

と
あ

る
の

は
(
第

６
号

様
式

っ
、

「
」

「
っ

、
「

」
「

○

6
8
－

別
表

1
1
⑫

)
と

別
表

５
㉔

と
あ

る
の

は
(
別

表
５

㉔
－

別
表

1
1
⑫

)
と

読
み

替
え

て
計

○

6
8
－

別
表

1
1
⑫

)
と

別
表

５
㉓

と
あ

る
の

は
(
別

表
５

㉓
－

別
表

1
1
⑫

)
と

読
み

替
え

て
計

」
、

「
」

「
」

」
、

「
」

「
」

算
し

た
金
額
を
記

載
す
る
こ

と
算

し
た

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

。

4
法
人
税
法

第
59

条
第
３
項

の
規
定
の

適
用
を
受
け

よ
う
と
す

る
法
人
に

あ
て

は
同

欄
中

第
６

号
4

法
人

税
法

第
59

条
第

３
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け

よ
う
と

す
る

法
人
に

あ
て
は

同
欄
中

第
６
号

(
)

っ
、

「
(

)
っ

、
「

様
式

○

6
8

と
あ

る
の

は
(
第

６
号

様
式

○

6
8
－

別
表

1
1
⑫

)
と

別
表

５
㉔

と
あ

る
の

は
(
別

表
様

式

○

6
8

と
あ

る
の

は
(
第

６
号

様
式

○

6
8
－

別
表

1
1
⑫

)
と

別
表

５
㉓

と
あ

る
の

は
(
別

表
」

「
」

、
「

」
「

」
「

」
、

「
」

「

５
㉔
－

別
表
1
1
⑫
)

と
読
み

替
え
て
計

算
し
た
金
額

を
記
載
す

る
こ
と

５
㉓

－
別

表
1
1
⑫

)
と

読
み

替
え

て
計

算
し
た

金
額

を
記
載

す
る

こ
と

」
。

」
。

5

・

6
略

5

・

6
同

左
［

(
)

(
)

］
［

(
)

(
)

］

7
第
６

号
様
式
別

表
５
の
㉘
か

ら
㉝
ま
で

の
各
欄
に

記
載
の
あ
る

法
人
に
あ

て
は

こ
れ

ら
の

欄
の

合
7

第
６

号
様

式
別

表
５
の
㉗

か
ら
㉜

ま
で

の
各

欄
に

記
載
の

あ
る

法
人
に

あ
て
は

こ
れ
ら

の
欄

の
合

(
)

っ
、

(
)

っ
、

計
額
を

減
算
し
た
金

額
を
記
載

す
る
こ
と

計
額

を
減

算
し

た
金

額
を
記

載
す
る

こ
と

。
。

４
略

４
同

左
［

］
［

］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
五

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式

別
表
５
の

２
の
２
記

載
要
領

略
第

６
号

様
式

別
表

５
の

２
の

２
記

載
要
領

同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六

削
除

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）



※

図
貼
り
付
け

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
七

挿
入
］

第
６

号
様
式
別

表
６
記
載
要

領
略

第
６

号
様

式
別

表
６

記
載

要
領

同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
九

挿
入
］

第
６
号

様
式
別
表

９
記
載
要

領
第

６
号

様
式

別
表

９
記

載
要

領

１

・２
略

１

・２
同

左
［

］
［

］

３
控

除
前

所
得

金
額

①
の

欄
は

第
６

号
様

式
別

表
５

を
提

出
す

る
法

人
に

あ
て

は
同

欄
中

第
３

控
除

前
所

得
金

額
①

の
欄

は
第

６
号

様
式

別
表

５
を

提
出

す
る

法
人

に
あ

て
は

同
欄

中
第

「
」

、
っ

、
「

「
」

、
っ

、
「

６
号
様

式

○

6
8

と
あ
る

の
は

別
表

５
㉔

と
読
み
替
え

て
計
算
し
た

金
額
を

記
載

す
る

こ
と

６
号

様
式

○

6
8

と
あ

る
の

は
別
表

５
㉓

と
読
み
替

え
て

計
算
し

た
金

額
を
記

載
す

る
こ

と
」

「
」

。
」

「
」

。

４
所

得
金

額
控

除
限

度
額

②
の

欄
は

中
小

法
人

等
事

業
年

度

（法
人

税
法

第
5
7
条

第
1
1
項

各
号

又
は

４
所

得
金

額
控

除
限

度
額

②
の

欄
は

平
成

3
0
年

４
月

１
日

以
後

に
開

始
す

る
事

業
年

度
で

中
小

法
人

「
」

、
「

」
、

第
5
8
条

第
６

項
各

号
に

掲
げ

る
法

人
の

同
法

第
5
7
条

第
1
1
項

各
号

又
は

第
5
8
条

第
６

項
各

号
に

定
め

る
各

事
等

事
業

年
度

（法
人

税
法

第
5
7
条

第
1
1
項
各

号
又
は

第
5
8
条

第
６

項
各
号

に
掲

げ
る
法

人
の
同

法
第
5
7
条
第
1

業
年
度
及

び
次
に
掲

げ
る
法
人
の

各
事
業
年

度
を
い
う

）に
該
当
し

な
い
事

業
年

度
に

あ
て

は
又

は
1

1
項

各
号

又
は

第
58

条
第

６
項

各
号
に
定

め
る
各
事
業

年
度
及
び

次
に
掲
げ

る
法

人
の
各

事
業

年
度

を
い

う
。

っ
「

。

0
0

を
抹
消
し

そ
の
他
の
事

業
年
度
に

あ
て
は

5
0
又

は
を
抹

消
す
る

こ
と

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）に
該
当
し
な

い
事

業
年
度

に
あ

て
は

5
5
又

は
1
0
0

を
抹
消

」
、

っ
「

」
。

。
っ

「
、

」

し
同

日
前

に
開

始
し

た
事

業
年

度
で

中
小

法
人

等
事

業
年

度
に

該
当

し
な

い
事

業
年

度
に

あ
て

は
5
0

、
っ

「

及
び

又
は
10

0
を
抹

消
し

中
小

法
人

等
事
業
年

度
に

該
当
す

る
事

業
年

度
に

あ
て
は

50
5
5

、
」

「
」

、
っ

「
、

又
は

を
抹

消
す

る
こ
と

」
。

1
4

略
1

4
同

左
［

(
)～

(
)

］
［

(
)～

(
)

］

５
略

５
同

左
［

］
［

］

第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別

表
1
0
記

載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
1
0
記

載
要
領

１
更

生
欠

損
金

額
等

の
控

除
明

細
書

の
各

欄
は

欠
損

金
額

又
は

個
別

欠
損

金
額

に
つ

い
て

次
に

掲
１

更
生

欠
損

金
額

等
の

控
除

明
細

書
の

各
欄

は
欠

損
金

額
又

は
個

別
欠

損
金

額
に

つ
い

て
次

に
掲

「
」

、
、

「
」

、
、

げ
る

法
人

が
記

載
し

1
に

掲
げ

る
法

人
に

あ
て

は
第

６
号

様
式

に
添

付
し

2
に

掲
げ

る
法

人
に

あ
げ

る
法

人
が

記
載

し
1

に
掲

げ
る

法
人

に
あ

て
は

第
６

号
様

式
に

添
付

し
2

に
掲

げ
る

法
人

に
あ

、
(

)
っ

、
(

)
、

(
)

っ
、

(
)

て
は

第
６
号
様

式
別
表
５
の

２
に
併
せ

て
提
出
す

る
こ
と

て
は

第
６

号
様

式
別
表

５
の
２

に
併
せ

て
提
出
す

る
こ
と

っ
。

っ
。

1
略

1
同

左
［

(
)

］
［

(
)

］

2
法

第
7
2
条

の
1
8
第

１
項
の
規

定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ

る
も
の
と

さ
れ
る
政

令
第
2
0
条

の
２

の
1
2
の

規
定

2
法

第
7
2
条

の
1
8
第

１
項
の
規

定
に
よ

り
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と

さ
れ
る
政

令
第
2
0
条

の
２

の
1
3
の

規
定

(
)

(
)

に
よ

る
読
替
え
後

の
法
人
税

法
第
5
9
条
第

１
項

（震
災

特
例
法
第

1
7
条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

に
よ

る
読

替
え

後
の
法

人
税

法
第
5
9
条

第
１
項

（震
災

特
例
法
第

1
7
条
第

１
項

の
規
定

に
よ
り
読

み
替
え

て
適
用
す

る
場
合
を

含
む

）の
規
定
の

適
用
を
受

け
よ
う
と
す

る
法
人

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
の

適
用
を

受
け

よ
う
と

す
る

法
人

。
。

２
民

事
再

生
等

評
価

換
え

が
行

わ
れ

る
場

合
の

再
生

等
欠

損
金

額
等

の
控

除
明

細
書

の
各

欄
は

欠
損

２
民

事
再

生
等

評
価

換
え

が
行

わ
れ

る
場

合
の

再
生

等
欠

損
金

額
等

の
控

除
明

細
書

の
各

欄
は

欠
損

「
」

、
「

」
、

金
額
又

は
個
別

欠
損
金
額
に
つ

い
て

次
に
掲
げ
る

法
人
が
記
載

し
1

に
掲

げ
る

法
人

に
あ

て
は

第
６

金
額

又
は

個
別

欠
損

金
額
に
つ

い
て

次
に
掲
げ
る

法
人
が
記
載

し
1

に
掲
げ

る
法
人

に
あ

て
は

第
６

、
、

(
)

っ
、

、
(

)
っ

号
様
式
に
添

付
し

2
に
掲
げ
る
法

人
に
あ

て
は
第
６

号
様
式
別
表

５
の
２

に
併

せ
て

提
出

す
る

こ
と

号
様

式
に

添
付

し
2

に
掲

げ
る
法

人
に
あ

て
は

第
６

号
様
式

別
表

５
の
２

に
併

せ
て

提
出

す
る

こ
と

、
(
)

っ
。

、
(

)
っ

。

1
略

1
同

左
［

(
)

］
［

(
)

］



2
法
第

7
2
条
の
1
8
第
１

項
の
規
定

に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る

も
の
と
さ

れ
る
政

令
第

2
0
条

の
２

の
1
2
の

規
定

2
法

第
7
2
条

の
1
8
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
そ
の

例
に

よ
る

も
の
と

さ
れ
る
政
令

第
2
0
条

の
２
の
1
3
の
規

定
(
)

(
)

に
よ
る
読

替
え
後
の

法
人
税
法

第
59

条
第
２
項

（震
災
特
例

法
第

17
条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
に

よ
る

読
替

え
後

の
法
人
税

法
第
59

条
第
２
項

（震
災
特
例

法
第

17
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
り
読
み

替
え

て
適
用
す
る

場
合
を
含
み

法
人
税

法
第
5
9
条

第
２
項
第

３
号
に
掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

場
合

に
限

る
て

適
用

す
る

場
合

を
含

み
法
人

税
法
第
5
9
条

第
２
項

第
３

号
に
掲

げ
る

場
合
に

該
当
す

る
場

合
に

限
る

、
、

）の
規
定

の
適
用
を

受
け
よ
う

と
す
る
法
人

）の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ
う

と
す
る
法
人

。
。

３
・４

略
３

・４
同

左
［

］
［

］

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
一

挿
入
］

第
６
号
様
式

別
表
11

記
載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
11

記
載

要
領

１
こ
の
明
細

書
は

欠
損

金
額
又
は

個
別
欠
損
金

額
に
つ
い

て
次
に

掲
げ
る

法
人

が
記

載
し

1
に

掲
げ

１
こ

の
明

細
書

は
欠

損
金
額

又
は
個

別
欠
損
金

額
に

つ
い
て

次
に
掲
げ

る
法
人
が
記

載
し

1
に
掲

げ
、

、
、

(
)

、
、

、
(
)

る
法
人
に

あ
て
は

第
６
号
様

式
に
添
付
し

2
に
掲
げ
る

法
人
に
あ

て
は

第
６

号
様

式
別

表
５

の
２

に
る

法
人

に
あ

て
は

第
６

号
様

式
に

添
付

し
2

に
掲
げ
る

法
人
に
あ

て
は
第

６
号

様
式
別

表
５
の
２

に
っ

、
(

)
っ

っ
、

(
)

っ

併
せ
て
提
出

す
る
こ
と

併
せ

て
提

出
す

る
こ

と
。

。

1
略

1
同

左
［

(
)

］
［

(
)

］

2
法
第

72
条
の
18

第
１
項
の

規
定
に
よ
り

そ
の
例
に

よ
る
も
の

と
さ
れ
る
政

令
第

20
条

の
２

の
12

の
規

定
2

法
第

72
条

の
18

第
１
項
の

規
定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る
も

の
と
さ
れ
る

政
令
第
20

条
の
２

の
13

の
規

定
(
)

(
)

に
よ

る
読
替
え

後
の
法
人

税
法
第
5
9
条
第

２
項

（同
項

第
３
号
に

掲
げ
る
場

合
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
に

よ
る

読
替

え
後

の
法
人
税

法
第
5
9
条
第

２
項

（同
項

第
３
号
に

掲
げ

る
場

合
に
該

当
す

る
場
合
を

除
く

）又
は
同

条
第
３
項
の

規
定
の
適

用
を
受
け

よ
う
と
す
る

法
人

）又
は

同
条

第
３

項
の

規
定
の
適

用
を
受
け

よ
う
と
す
る

法
人

。
。

２
５

略
２

５
同

左
［

～
］

［
～

］

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様

式
別
表
14

記
載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
14

記
載

要
領

１
こ

の
計

算
書

は
法

人
の

事
業

税
に

係
る

税
額

の
算

出
に

お
い

て
標

準
税

率
以

外
の

税
率

が
適

用
さ

れ
る

１
こ

の
計

算
書

は
法

人
の

事
業

税
に

係
る

税
額

の
算

出
に

お
い

て
標

準
税

率
以

外
の

税
率

が
適

用
さ

れ
る

、
、

法
人
が

特
別
法
人

事
業
税
又

は
地
方
法

人
特
別
税

（地
方
税

法
等
の
一
部

を
改

正
す

る
等

の
法

律

（平
成
2

法
人

が
地

方
法

人
特

別
税

の
課

税
標

準
と

な
る

基
準

法
人

所
得

割
額

又
は

基
準

法
人

収
入

割
額

の
計

算
を

、
、

8
年

法
律
第
1
3
号

）附
則
第
3
1
条

第
２
項
の

規
定
に
よ

り
な
お
そ
の

効
力
を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
た

同
法

第
９

行
う

場
合

に
記

載
し

第
６

号
様
式

の
申
告
書

に
併
せ
て
提

出
す
る
こ

と
、

。

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の
地

方
法

人
特

別
税

等
に

関
す

る
暫

定
措

置
法

に
規

定
す

る
地

方
法

人
特

別
税

を

い
う

）の
課

税
標

準
と

な
る

基
準

法
人

所
得

割
額

又
は

基
準

法
人

収
入

割
額

の
計

算
を

行
う

場
合

に
記

載
。

し
第
６
号
様

式
の
申
告

書
に
併
せ

て
提
出
す
る

こ
と

、
。

２
４

略
２

４
同

左
［

～
］

［
～

］

第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
二
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
三

挿
入
］

第
六
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）

係
）

［
様
式

別
紙
二
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
五

挿
入
］

第
６
号
の
３
様

式
記
載
要

領
第

６
号

の
３

様
式

記
載

要
領

１
こ

の
申

告
書

は
前

事
業

年
度

又
は

前
連

結
事

業
年

度
の

法
人

税
割

額
並

び
に

前
事

業
年

度
の

事
業

税
額

１
こ

の
申

告
書

は
前

事
業

年
度

又
は

前
連

結
事

業
年

度
の

法
人

税
割

額
並

び
に

前
事

業
年

度
の

事
業

税
額

、
、

及
び
特
別
法

人
事
業
税

額
又
は
地

方
法
人
特
別

税
額

（地
方
税
法
等

の
一
部
を

改
正

す
る

等
の

法
律

（平
成
2

及
び

地
方

法
人

特
別

税
額
を
基

礎
に
し

て
中
間

申
告
を

す
る

場
合
に

使
用

す
る
こ

と
。

8
年
法

律
第
1
3
号

）附
則

第
3
1
条
第

２
項
の
規

定
に
よ
り
な

お
そ
の
効

力
を
有
す

る
も

の
と

さ
れ

た
同

法
第

９



条
の

規
定
に
よ

る
廃
止
前
の

地
方
法
人

特
別
税
等

に
関
す
る
暫

定
措
置
法

に
規

定
す

る
地

方
法

人
特

別
税

の

額
を
い
う

）を
基
礎
に

し
て
中
間

申
告
を
す

る
場
合
に
使

用
す
る
こ

と
。

。

２
９

略
２

９
同

左
［

～
］

［
～

］
第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号
様
式
記

載
要
領

第
７

号
様

式
記

載
要

領

１

・２
略

１

・２
同

左
［

］
［

］

３

（そ
の
１

）の
記
載
に
当

た
て
は

次
に
よ
る

こ
と

３

（そ
の

１

）の
記

載
に
当

た
て
は

次
に
よ
る

こ
と

っ
、

。
っ

、
。

1
3

略
1

3
同

左
［

(
)～

(
)

］
［

(
)～

(
)

］

4
地

方
法

人
税

の
控

除
額

④
の

欄
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

1
7

（３
の

1
2

）
）の

4
の

欄
の

4
地

方
法

人
税

の
控

除
額

④
の

欄
は

地
方

法
人

税
の

申
告

書

（別
表

１

）の
8

の
欄

の
金

額
又

(
)

「
」

、
(

)
(

)
「

」
、

(
)

金
額

と
地

方
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
6

の
欄

の
金

額
か

ら
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（５
は

地
方

法
人

税
の

明
細

書

（別
表
２

付
表

）の
1
2
の

欄
の
金

額
を

記
載
す

る
こ

と
(

)
(

)
。

の
２

）
）の

8
の

欄
の

金
額

を
控

除
し

た
金

額
の

う
ち

少
な

い
金

額
又

は
地

方
法

人
税

の
明

細
書

（別
(

)

表
２
付
表

）の
16

の
欄
の
金

額
を
記
載
す

る
こ
と

(
)

。

5
略

5
同

左
［

(
)

］
［

(
)

］

４

（そ
の
２

）の
記
載

に
当
た

て
は

次
に

よ
る
こ
と

４

（そ
の

２

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に

よ
る
こ

と
っ

、
。

っ
、

。

1
3

略
1

3
同

左
［

(
)～

(
)

］
［

(
)～

(
)

］

4
地

方
法

人
税

の
控

除
額

④
の

欄
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

1
7

（３
の

1
2

）
）の

4
の

欄
の

4
地

方
法

人
税

の
控

除
額

④
の

欄
は

地
方

法
人

税
の

申
告

書

（別
表

１

）の
8

の
欄

の
金

額
又

(
)

「
」

、
(

)
(

)
「

」
、

(
)

金
額

と
地

方
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
6

の
欄

の
金

額
か

ら
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（５
は

地
方

法
人

税
の

明
細
書

（別
表
２
付

表

）の
12

の
欄
の
金

額
を

記
載

す
る
こ

と
(

)
(

)
。

の
２

）
）の

8
の

欄
の

金
額

を
控

除
し

た
金

額
の

う
ち

少
な

い
金

額
又

は
地

方
法

人
税

の
明

細
書

（別
(

)

表
２
付

表

）の
1
6

の
欄
の

金
額
を
記

載
す
る
こ

と
(

)
。

5

・

6
略

5

・

6
同

左
［

(
)

(
)

］
［

(
)

(
)

］

５
略

５
同

左
［

］
［

］

第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
七

挿
入
］

第
７

号
の
３
様
式

記
載
要
領

略
第

７
号

の
３

様
式

記
載

要
領

同
左

［
］

［
］

第
十
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

第
十
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
九

挿
入
］

第
1
0
号
の
３

様
式
記
載

要
領

第
1
0
号

の
３

様
式

記
載

要
領

１
こ

の
請

求
書

は
法

人
の

道
府

県
民

税
又

は
事

業
税

若
し

く
は

特
別

法
人

事
業

税
若

し
く

は
地

方
法

人
特

１
こ

の
請

求
書

は
法

人
の

道
府

県
民

税
又

は
事

業
税

に
つ

い
て

法
第

2
0
条

の
９

の
３

第
１

項
若

し
く

は
、

、
、

別
税

（地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
法

律

（平
成

2
8
年

法
律

第
1
3
号

）附
則

第
3
1
条

第
２

項
の

規
第

２
項

第
5
3
条

の
２

第
7
2
条

の
3
3
の

２
又

は
第

7
2
条

の
4
8
の

２
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

き
更

正
の

請
求

、
、

定
に

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
た

同
法

第
９

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の
地

方
法

人
特

別
を

す
る

場
合

に
使

用
す

る
こ
と

。

税
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法
に

規
定

す
る

地
方

法
人

特
別

税
を

い
う

）に
つ

い
て

法
第

2
0
条

の
９

の
３

。
、

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

第
5
3
条

の
２

第
7
2
条

の
3
3
の

２
又

は
第

7
2
条

の
4
8
の

２
第

４
項

の
規

定
に

基
、

、

づ
き
更
正

の
請
求
を

す
る
場
合
に

使
用
す
る

こ
と

。

２
1
0

略
２

1
0

同
左

［
～

］
［

～
］

第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
二
・
第
五
条
の
四
関
係
）

第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
二
・
第
五
条
の
四
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
一

挿
入
］
第
1
0
号
の

５
様
式
記

載
要
領

第
1
0
号

の
５

様
式

記
載

要
領



１
こ

の
申

請
書

は
法

第
5
5
条

の
２

第
１

項
第

5
5
条

の
４

第
１

項
第

7
2
条

の
3
9
の

２
第

１
項

又
は

第
7
2
条

１
こ

の
申

請
書

は
法

第
5
5
条

の
２

第
１

項
第

5
5
条

の
４

第
１

項
第

7
2
条

の
3
9
の

２
第

１
項

又
は

第
7
2
条

、
、

、
、

の
3
9
の

４
第

１
項

の
規

定

（特
別

法
人

事
業

税
及

び
特

別
法

人
事

業
譲

与
税

に
関

す
る

法
律

第
８

条
の

規
定

の
3
9
の

４
第

１
項

の
規

定

（地
方

法
人

特
別

税
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
賦

に
よ

り
法

人
の

事
業

税
の

賦
課

徴
収

の
例

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
場

合
及

び
地

方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
課

徴
収

の
例

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
場

合
を

含
む

）に
基

づ
き

徴
収

の
猶

予
を

申
請

す
る

場
合

に
使

用
す

。

る
等
の

法
律

（平
成

2
8
年
法
律

第
1
3
号

）附
則
第
3
1
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
る

こ
と
。

の
と

さ
れ

た
同

法
第

９
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

地
方

法
人

特
別

税
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法
第

1
0
条

の

規
定

に
よ

り
法

人
の

事
業

税
の

賦
課

徴
収

の
例

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
場

合
を

含
む

）に
基

づ
き

徴
収

の
。

猶
予
を

申
請
す
る

場
合
に
使
用

す
る
こ
と

。

２

・３
略

２

・３
同

左
［

］
［

］

第
十
二
号
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第

第
十
二
号
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第

十
条
の
二
関
係
）

十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
三

挿
入
］

備
考

略
備

考
同

左
［

］
［

］

第
十
三
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
四
条
の
四
関
係
）

第
十
三
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
四
条
の
四
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
五

挿
入
］

第
13

号
様
式

記
載
要
領

第
13

号
様

式
記

載
要

領

１
こ

の
申

請
書

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

６
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

１
こ

の
申

請
書

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

６
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

、
、

、
、

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）又
は

第
４

項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

７
項

第
7
2
条

の
2
8

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）又
は

第
４

項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

７
項

第
7
2
条

の
2
8

。
、

。
、

第
２

項
及

び
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定

（特
別

法
人

事
業

税
及

び
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定

（地
方

法
人

特
別

税
等

に
。

。

特
別

法
人

事
業

譲
与

税
に

関
す

る
法

律
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
事

業
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ
る

こ
関

す
る

暫
定

措
置

法
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
事

業
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

と
と

さ
れ

る
場

合
及

び
地

方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

法
律

（平
成

2
8
年

法
律

第
1
3
号

）附
則

第
3
1

場
合

を
含

む

）に
よ
り

申
告
書

の
提
出

期
限

の
延

長
を
申

請
す

る
場

合
に
使

用
す

る
こ

と
。

。

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
た

同
法

第
９

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の

地
方

法
人

特
別

税
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
事

業
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
場

合
を

含
む

）に
よ

り
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

を
申

請
す

る
場

合
に

使
用

す
る

こ
。

と
。

２
６

略
２

６
同

左
［

～
］

［
～

］

第
十
三
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

第
十
三
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
七

挿
入
］

第
1
3
号
の
２

様
式
記
載

要
領

略
第
1
3
号

の
２

様
式

記
載

要
領

同
左

［
］

［
］

第
十
四
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

第
十
四
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
九

挿
入
］

第
14

号
様
式

記
載
要
領

第
14

号
様

式
記

載
要

領

１
４

略
１

４
同

左
［

～
］

［
～

］

５
事

業
税

等
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

取
り

や
め

の
届

出
の

欄
は

法
第

7
2
条

の
2
5
第

３
５

事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
取

り
や

め
の

届
出

の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
「

」
、

「
」

、

項
又

は
第

５
項

（こ
れ

ら
の

規
定

を
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

項
又

は
第

５
項

（こ
れ

ら
の

規
定

を
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）の
規

定

（特
別

法
人

事
業

税
及

び
特

別
法

人
事

業
場

合
を

含
む

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）の
規

定

（地
方

法
人

特
別

税
等

に
関

す
る

暫
定

措
。

。
。

。

譲
与

税
に

関
す

る
法

律
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
事

業
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
置

法
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
事

業
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

場
合

を
含

む

合
及

び
地

方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

法
律

（平
成

2
8
年

法
律

第
1
3
号

）附
則

第
3
1
条

第
２

項
の

規

）に
よ

り
申

告
書

の
提

出
期

限
を

延
長

さ
れ

て
い

る
法

人
が

そ
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

を
や

め
よ

う
と

す
。

定
に

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
た

同
法

第
９

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の
地

方
法

人
特

別
る

と
き

に
記

載
し

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事

（２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
、



税
等

に
関

す
る

暫
定

措
置

法
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
事

業
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

て
は

主
た
る
事

務
所
又
は
事

業
所
所
在

地
の
道
府
県

知
事

）に
提

出
す
る
こ

と
っ

。

る
場

合
を

含
む

）に
よ

り
申

告
書

の
提

出
期

限
を

延
長

さ
れ

て
い

る
法

人
が

そ
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

を
。

や
め

よ
う

と
す

る
と

き
に

記
載

し
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

（２
以

上
の

道
府

県
に

事
、

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人
に

あ
て

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事

）に
提

っ

出
す
る
こ

と
。

６

・７
略

６

・７
同

左
［

］
［

］

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号

様
式
記
載

要
領

第
2
0
号

様
式

記
載

要
領

１
９

略
１

９
同

左
［

～
］

［
～

］

1
0

法
人

税
法

の
規

定
に

よ
て

計
算

し
た

法
人

税
額

①
の

欄
は

法
人

税
の

申
告

書

（別
表

１

）の
10

法
人

税
法

の
規

定
に
よ

て
計
算

し
た
法
人

税
額

①
の

欄
は

法
人

税
の
申
告

書

（別
表

１
1

か
ら

「
っ

」
、

「
「

っ
」

、
(
)

法
人

税
額

計
の

欄
の

金
額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
別

表
１

3
ま

で

）の
法
人
税

額
計

の
欄

の
金
額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使
途

秘
匿

金
の

支
出

の
額

の
4
0
％

」
(

)
「

」

い
る

場
合

に
は

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）を
記

載
し

括
弧

内
に

は
土

地
譲

渡
利

益
金

額
に

対
す

る
相

当
額

が
記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）を
記

載
し

括
弧

内
に

は
土

地
譲

、
、

、
、

、
、

法
人

税
額

リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
及

び
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額

（使
途

秘
匿

金
の

渡
利

益
金

額
に

対
す

る
法

人
税

額
リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
及

び
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
、

、

支
出

の
額
の
4
0
％
相

当
額

）の
合

計
額
を
記
載

す
る
こ
と

税
額

（使
途

秘
匿

金
の

支
出
の

額
の
4
0
％
相

当
額

）の
合

計
額
を

記
載

す
る
こ

と
。

。

11
1
7

略
11

1
7

同
左

［
～

］
［

～
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
20

号
様
式

別
表
１
記
載

要
領

第
20

号
様

式
別

表
１

記
載

要
領

１
４

略
１

４
同

左
［

～
］

［
～

］

５
法

人
税

法
の

規
定

に
よ

て
計

算
し

た
連

結
法

人
税

額
に

係
る

個
別

帰
属

額
又

は
法

人
税

法
の

規
定

に
５

法
人

税
法

の
規

定
に

よ
て

計
算

し
た

連
結

法
人

税
額

に
係

る
個

別
帰

属
額

又
は

法
人

税
法

の
規

定
に

「
っ

「
っ

よ
て

計
算

し
た

法
人

税
額

①
の

欄
は

連
結

申
告

法
人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
6
号

に
規

定
す

る
連

結
よ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

の
欄

は
連

結
申

告
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
6
号

に
規

定
す

る
連

結
っ

」
、

っ
」

、

申
告

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）に
あ

て
は

当
該

連
結

申
告

法
人

に
係

る
申

告
法

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）に
あ

て
は

当
該

連
結

申
告

法
人

に
係

る
。

。
っ

、
。

。
っ

、

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

５
の

２
2

付
表

）の
当

期
分

4
4

欄
の

当
期

発
生

額
②

の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

５
の

２
2

付
表

）の
当

期
分

4
4

欄
の

当
期

発
生

額
②

の
欄

の
金

額
(

)
「

(
)」

「
」

(
)

「
(

)」
「

」

（連
結

地
方

法
人

税
個

別
帰

属
額

を
除

く

）に
所

得
税

額
の

控
除

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税
の

明
細

（連
結

地
方

法
人

税
個

別
帰

属
額

を
除

く

）に
所

得
税

額
の

控
除

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税
の

明
細

。
、

。
、

書

（別
表

６
の
２

1

）の
2
2
の
欄

の
金
額

）

外
国

税
額
の
控

除
額
の
個
別

帰
属

額

（法
人

税
の

明
細

書
書

（別
表

６
の

２
1

）の
2
2
の

欄
の

金
額

）

外
国

税
額

の
控

除
額
の

個
別

帰
属
額

（法
人

税
の
明

細
書

(
)

(
)

、
(

)
(

)
、

（別
表
６

の
２

2
付
表

）の
18

の
欄
の

金
額

）

分
配
時

調
整
外
国
税

相
当

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税
（別

表
６

の
２

2
付

表

）の
18

の
欄

の
金
額

）及
び

連
結

欠
損
金

の
繰

戻
し
に

よ
る

還
付

金
の
個
別

帰
属

(
)

(
)

、
(

)
(

)

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

（２
の

２

）
）の

2
7

の
欄

の
金

額

）

連
結

欠
損

金
の

繰
戻

し
に

よ
る

還
付

金
額

の
合

計
額

を
加

算
し

た
金

額
を

記
載

し
括

弧
内

に
は

個
別

帰
属

特
別

控
除

取
戻

税
額

等

（個
別

帰
属

特
(

)
、

、

の
個

別
帰

属
額

及
び

個
別

控
除

対
象

所
得

税
額

等
相

当
額

の
個

別
帰

属
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

1
7

別
控

除
取

戻
税

額
等

が
な

い
場

合
に
は

零

）を
記

載
す

る
こ
と

、
。

（３
の

1
2

）
）の

1
1

の
欄

の
金

額

）の
合

計
額

を
加

算
し

た
金

額
を

記
載

し
括

弧
内

に
は

個
別

帰
属

特
ま

た
連

結
申

告
法

人
以

外
の

法
人

に
あ

て
は

法
人

税
の

申
告

書

（別
表

１
1

か
ら

別
表

１
3

ま
(

)
、

、
っ

、
(

)
(

)

別
控
除
取
戻
税

額
等

（個
別
帰
属
特
別

控
除
取
戻

税
額
等
が

な
い
場
合
に

は
零

）を
記

載
す

る
こ

と
で

）の
法

人
税

額
計

の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
、

。
「

」

ま
た

連
結

申
告

法
人

以
外

の
法

人
に

あ
て

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
法

人
税

額
計

載
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

当
該

法
人

税
額

計
の

欄
の

金
額

に
当

該
額

を
加

算
し

た
金

額

）を
記

載
し

、
っ

、
「

」
、

「
」

の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
括

弧
内

に
は

連
結

納
税

の
承

認
の

取
消

し
に

よ
る

取
戻

税
額

リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
、

、
、

当
該

法
人

税
額

計
の

欄
の

金
額

に
当

該
額

を
加

算
し

た
金

額

）を
記

載
し

括
弧

内
に

は
連

結
納

税
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

地
譲

渡
利

益
金

額
に

対
す

る
法

人
税

額
の

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

、
「

」
、



の
承

認
の

取
消

し
に

よ
る

取
戻

税
額

リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
、

、
。

税
額
及
び

土
地
譲
渡

利
益
金
額

に
対
す
る
法

人
税
額
の

合
計
額
を

記
載
す
る
こ

と
。

６
８

略
６

８
同

左
［

～
］

［
～

］
第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
20

号
様
式
別
表

１
の
２
記

載
要
領

第
20

号
様

式
別

表
１

の
２

記
載
要
領

１
３

略
１

３
同

左
［

～
］

［
～

］

４
法

人
税

法
の

規
定

に
よ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

３

）

４
法

人
税

法
の

規
定

に
よ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

３

）

「
っ

」
、

「
っ

」
、

の
法
人
税

額
計

6
及

び
法
人

税
額
計

2
9

の
欄
の
金
額

（こ
れ
ら
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
の

法
人

税
額

計
6

及
び

法
人

税
額
計

3
2

の
欄

の
金
額

（こ
れ
ら

の
欄

の
上

段
に

使
途

秘
匿

金
の

「
(
)」

「
(

)」
「

(
)」

「
(

)」

支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

、
、

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
リ

ース
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

、
、

、
、

地
譲

渡
利
益
金

額
に
対
す

る
法
人
税
額

の
合
計
額

を
記
載
す

る
こ
と

地
譲

渡
利

益
金

額
に

対
す

る
法
人
税

額
の
合

計
額

を
記
載

す
る
こ
と

。
。

第
二
十
号
の
三
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
三
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号
の

３
の
２
様
式

記
載
要
領

第
2
0
号

の
３

の
２

様
式

記
載

要
領

１
５

略
１

５
同

左
［

～
］

［
～

］

６
地
方

法
人
税
の
控

除
額
④

の
欄
は

法
人
税
の
明

細
書

（別
表
1
7

（３
の
1
2

）
）の

4
の

欄
の

金
額

６
地

方
法

人
税

の
控

除
額

④
の

欄
は

地
方
法
人

税
の

申
告
書

（別
表
１

）の
8

の
欄
の
金

額
又
は
地

「
」

、
(

)
「

」
、

(
)

と
地
方

法
人
税
の

申
告
書

（別
表
１

）の
6

の
欄
の

金
額
か
ら

法
人
税
の

明
細

書

（別
表

６

（５
の

２

）
）

方
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

２
付

表

）の
1
2

の
欄
の

金
額
を

記
載

す
る
こ

と
(
)

(
)

。

の
8

の
欄
の
金

額
を
控
除
し

た
金
額
の

う
ち
少
な
い

金
額
又
は

地
方
法
人

税
の

明
細

書

（別
表

２
付

表

）の
(

)

1
6
の
欄

の
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

(
)

。

７

・８
略

７

・８
同

左
［

］
［

］

第
二
十
号
の
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
関
係
）

第
二
十
号
の
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
一

挿
入
］

第
20

号
の
５
様

式
記
載
要

領
略

第
20

号
の

５
様

式
記

載
要

領
同

左
［

］
［

］

備
考

表
中
及
び
表
中
に
挿
入
さ
れ
る
別
紙
の
［

］
の
記
載
並
び
に
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
の
十
三
の
三
、
第
四
条
の
四
、
第
五
条
、
第
六
条
の
五
、
第
七
条
の
二
の
四
第
一
項
第
五
号
及
び
第

七
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
号
様
式
の
表
の
改
正
規
定
、
第
六
号
様
式
の
表
の
改

正
規
定
（｢

㉝
｣

を｢
㉞

｣
に
改
め
る
部
分
、｢

4
9
｣

を｢
4
7
｣

に
改
め
る
部
分
及
び｢

5
6
｣

を｢
5
4
｣

に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
、
同
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
様
式
記
載
要
領

、

及
び

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同

10

12

19

様
式
別
表
五
の
二
の
表
の
改
正
規
定
（｢

別
表

５
の

６
㊱

又
は

別
表

５
の

６
の

２
㉗

｣

を｢
別

表
５

の
６

の
２

㉗
｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
五
の
六
、
同
様
式
別
表
十
四
記
載
要
領
、
第
六
号
の
三
様
式
の

表
、
同
様
式
記
載
要
領
、
第
七
号
の
三
様
式
の
表
、
第
十
号
の
三
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
、
第
十
号
の

五
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
、
第
十
二
号
の
二
様
式
の
表
、
第
十
三
号
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
、

第
十
三
号
の
二
様
式
の
表
、
第
十
四
号
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
及
び
第
二
十
号
の
五
様
式
の
表
の
改
正

規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

令
和
元
年
十
月
一
日

二

第
五
号
の
十
四
様
式
及
び
第
五
号
の
十
四
の
二
様
式
の
改
正
規
定
、
第
六
号
様
式
の
表
の
改
正
規
定
（｢

㉝
｣

を｢
㉞

｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
記
載
要
領

の
改
正
規
定
、
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
の
改
正

12



規
定
（｢

1
8

の
欄

｣

を｢
1
8

の
欄

の
金

額

）

分
配

時
調

整
外

国
税

相
当

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税
の

明
細

(
)

(
)

、

書

（別
表

６
の

２

（２
の

２

）
）の

2
7

の
欄

｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
五
の
表
の
改
正
規

(
)

定
、
同
様
式
別
表
五
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
表
記
載
要
領
４
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
様
式
別
表
五

の
二
の
表
の
改
正
規
定
（｢

㉓
｣

を｢
㉔

｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
五
の
二
記
載
要
領
、
同
様

式
別
表
五
の
二
の
二
の
表
、
同
様
式
別
表
九
の
記
載
要
領
３
、
同
様
式
別
表
十
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
十
一

の
表
及
び
同
様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
の
改
正
規
定

（｢
1
8

の
欄

｣

を｢
1
8

の
欄

の
金

額

）

分
配

時
調

整
外

国
税

相
当

額
の

個
別

帰
属

額

（法
人

税
の

明
細

書
(

)
(

)
、

（別
表

６
の

２

（２
の

２
）
）の
2
7

の
欄

｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

令
和
二
年
一
月
一
日

(
)

三

附
則
第
二
十
条
の
改
正
規
定

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
施
行
の
日

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
（
改
正
法
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

税
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
の
七
十
七
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い

い
、
新
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
承
継
相
続
人
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
こ



の
省
令
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に

お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
次
条

及
び
第
七
条
の
二
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
七
条
の
二
の
六
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
当

該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
（
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
）
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
を
一
の
課
税
期
間
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保

等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ

る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
金

額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金

額
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
金
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
を
一
の
課
税
期
間
と
み
な
し
て
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
算
出
し

た
譲
渡
割
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
す
る
。

２

前
項
の
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類



を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
告
書
に
係
る
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
申

告
対
象
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

二

当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に

関
す
る
明
細

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
三
条

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第

一
項
に
規
定
す
る
消
費
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税

制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら

同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し

た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
」
と
、
同

項
第
四
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
譲
渡
割
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期

間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得



た
譲
渡
割
額
」
と
す
る
。

２

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
五

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
二
項

に
規
定
す
る
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜

本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六

十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第

二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し

き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額

（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
」
と
、
同
項
第
四

号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
不
足
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係

る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
控
除
し
き

れ
な
か
つ
た
金
額
」
と
す
る
。

３

改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
五
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る

不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革

を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
次



号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
金

額
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
不
足
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
す
る
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
十
一
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
告
書
に
係
る
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

二

当
該
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明

細
三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

附
則
第
四
条
の
八
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
の
八
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
環
境
性
能
割
交
付
金
を
計
算
す
る
場
合
に
係
る
経
過
措
置
）

（
環
境
性
能
割
交
付
金
を
計
算
す
る
場
合
に
係
る
経
過
措
置
）

［
第
四
条
の
九

略
］

［
第
四
条
の
九

同
上
］

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

第
四
条
の
九
の
二

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町

第
四
条
の
九
の
二

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町

及
び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
に
お
け
る
第
九
条
の
十
三
第

及
び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
第
九
条

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
九
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
人
口
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
九
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
人
口
に
係
る
部
分
に

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
九
条
の
十
三
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
九
条
の
十
三
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
後
段
及
び
第
三

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
後
段
及

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

び
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、

令
和
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分

平
成
三
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年

ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

第
三
条

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
二
十
七
第
一
項

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
二
十
七
第
一
項

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
元
年

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
三
十

十
月
以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
額
か
ら
当
該
減
額
す
る
額
を
差
し
引
い
た
額
が
零
を

一
年
十
月
以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
額
か
ら
当
該
減
額
す
る
額
を
差
し
引
い
た
額
が

下
回
る
と
き
は
、
当
該
下
回
る
額
は
、
当
該
交
付
時
期
に
お
い
て
、
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

零
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
下
回
る
額
は
、
当
該
交
付
時
期
に
お
い
て
、
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
交
付
す
べ
き
環
境
性
能
割
額
か
ら
控
除

後
の
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
交
付
す
べ
き
環
境
性
能
割
額
か
ら

す
る
も
の
と
す
る
。

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

令
和
二
年
二
月
ま
で
の
譲
与
時
期
に
係
る
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

第
四
条

平
成
三
十
二
年
二
月
ま
で
の
譲
与
時
期
に
係
る
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効



有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措

（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定

る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃
止
前
暫
定

に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃
止
前

措
置
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
廃
止
前
暫

暫
定
措
置
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
廃
止

定
措
置
法
施
行
規
則
第
一
条
中
「
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法

前
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
第
一
条
中
「
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す

定
措
置
法
」
と
す
る
。

る
暫
定
措
置
法
」
と
す
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改

（
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改

正
）

正
）

第
六
条

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
平
成

第
六
条

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
平
成

十
四
年
総
務
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
四
年
総
務
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
項
及
び
第
五
条
第
十
項
中
「
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
」
を
「
地
方
税
法
等

第
三
条
第
八
項
及
び
第
五
条
第
八
項
中
「
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
」
を
「
地
方
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す

る
暫
定
措
置
法
」
に
改
め
る
。

る
暫
定
措
置
法
」
に
改
め
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、

令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



第
六
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

新
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
令
和
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

２

新
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
平
成
三
十
一
年
度
分
以
後
の
年
度
分
の
個

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者
（
施
行
日
の
前
日
に
お
い

第
七
条

新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者
（
施
行
日
の
前
日
に
お
い

て
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
て
い

て
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
て
い

た
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
の
う
ち
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
病
院
又

た
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
の
う
ち
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
病

は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
年

院
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三

厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
転
換
（
次
項
に
お
い
て
「
転
換
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て

十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
転
換
（
次
項
に
お
い
て
「
転
換
」
と
い
う
。
）
を

介
護
医
療
院
を
開
設
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号

行
っ
て
介
護
医
療
院
を
開
設
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項

に
規
定
す
る
入
所
者
（
次
項
に
お
い
て
「
入
所
者
」
と
い
う
。
）
の
総
延
数
が
零
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

第
五
号
に
規
定
す
る
入
所
者
（
次
項
に
お
い
て
「
入
所
者
」
と
い
う
。
）
の
総
延
数
が
零
で
あ
る
も
の
に
限

対
す
る
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五

る
。
）
に
対
す
る
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

号
中
「
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
介
護
医
療
院

同
項
第
五
号
中
「
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
介

サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総

護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
に
限

延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施

る
。
）
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号

設
介
護
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二

に
掲
げ
る
施
設
介
護
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も

十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
医
療

に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用
に
よ
り
介

院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費

護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
延
数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係

用
に
よ
り
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
延
数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低

る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規
則
の

す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
前

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

事
業
年
度
を
通
じ
た
取
扱
患
者
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十
六
条
に
規
定
す
る

る
も
の
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
取
扱
患
者
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十
六
条

医
療
扶
助
若
し
く
は
出
産
扶
助
に
係
る
診
療
を
受
け
た
者
又
は
無
料
若
し
く
は
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
二

に
規
定
す
る
医
療
扶
助
若
し
く
は
出
産
扶
助
に
係
る
診
療
を
受
け
た
者
又
は
無
料
若
し
く
は
健
康
保
険
法
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
及
び
同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
及
び
同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定

の
費
用
の
額
若
し
く
は
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費
用
の

さ
れ
た
同
項
の
費
用
の
額
若
し
く
は
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同

額
の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
料
金
に
よ
り
診
療
を
受
け
た
者
の
延
数
の
割
合

項
の
費
用
の
額
の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
料
金
に
よ
り
診
療
を
受
け
た
者
の

（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の
割
合
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
六
号
及
び

延
数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の
割
合
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項

第
七
号
中
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
無
料
又
は
低
額
診
療

第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
無
料
又

患
者
の
割
合
」
と
す
る
。

は
低
額
診
療
患
者
の
割
合
」
と
す
る
。

２

新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者
（
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
社

２

新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者
（
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
社

会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
て
い
た
介
護
老
人
保
健
施
設
（
病
院
又
は
病
床
を

会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
て
い
た
介
護
老
人
保
健
施
設
（
病
院
又
は
病
床
を



有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
病
院

有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
病
院

又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
の
転
換
を
行
っ
て
開
設
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
開
設
者
の
う
ち
、
令
和
六
年
三
月

又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
の
転
換
を
行
っ
て
開
設
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
開
設
者
の
う
ち
、
平
成
三
十
六
年

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
介
護
医
療
院
を
開

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
介
護
医
療
院

設
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
の
総
延
数
が
零
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る

を
開
設
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
の
総
延
数
が
零
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対

新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

す
る
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
二
号
中
「
以
下
こ
の
号
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た

同
項
第
二
号
中
「
以
下
こ
の
号
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
の
前
事
業
年
度
を
通

入
所
者
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

じ
た
入
所
者
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に

て
「
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十

お
い
て
「
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法

五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護
（
介
護
医
療
院
サ
ー

に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

ビ
ス
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保

臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介

険
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額

護
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）

の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用
に
よ
り
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者

の
額
の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用
に
よ
り
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

の
延
数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」

た
者
の
延
数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割

と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省

合
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総

令
第
二
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
（
介

務
省
令
第
二
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に

（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一

規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
を
受

項
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）

け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ

を
受
け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則

に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行

第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
の

規
則
第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計

十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用
に
よ
り
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
延
数
の

額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用
に
よ
り
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
延

割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
の
割
合
」
と

数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
の
割

い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」

合
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の

と
あ
る
の
は
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
の
割
合
」
と
す
る
。

割
合
」
と
あ
る
の
は
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
の
割
合
」
と
す
る
。

［
３
～
９

略
］

［
３
～
９

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



第
七
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

第
一
条

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
六
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
十
条
第
九
項
の
改
正
規
定
（
同
項

一

第
二
条
の
六
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
十
条
第
九
項
の
改
正
規
定
（
同
項

を
同
条
第
十
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
四
条
の
三
十
八
の

を
同
条
第
十
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
四
条
の
三
十
八
の

次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
十
四
条
の
四
十
一
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
十
五
ま
で
に
係
る
部
分
に

次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
十
四
条
の
四
十
一
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
十
五
ま
で
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
第
三
十
一
条
の
次
に
十
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
及
び
第
四
号

限
る
。
）
並
び
に
第
三
十
一
条
の
次
に
十
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
及
び
第
四
号

並
び
に
第
三
十
一
条
の
六
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

令
和
元
年
十
月
一
日

並
び
に
第
三
十
一
条
の
六
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日

二

第
三
条
の
十
四
の
改
正
規
定

令
和
二
年
一
月
一
日

二

第
三
条
の
十
四
の
改
正
規
定

平
成
三
十
二
年
一
月
一
日

三

第
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
の
八
の
次
に
一
条
を
加
え
る

三

第
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
の
八
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
十
五
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
十
五
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条

の
三
十
三
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
の
二
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
」
に
改

の
三
十
三
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
の
二
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

令
和
二
年
四
月
一
日

め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

四

附
則
第
四
条
及
び
第
七
条
の
規
定

令
和
二
年
十
月
一
日

四

附
則
第
四
条
及
び
第
七
条
の
規
定

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日

五

附
則
第
五
条
及
び
第
八
条
の
規
定

令
和
三
年
十
月
一
日

五

附
則
第
五
条
及
び
第
八
条
の
規
定

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日

六

第
八
条
の
二
の
三
及
び
第
十
六
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二
様
式

六

第
八
条
の
二
の
三
及
び
第
十
六
条
の
二
の
二
の
改
定
規
定
並
び
に
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二
様
式

並
び
に
第
十
六
号
の
五
様
式
記
載
要
領
５
及
び
６
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定

並
び
に
第
十
六
号
の
五
様
式
記
載
要
領
５
及
び
６
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定

令
和
四
年
十
月
一
日

平
成
三
十
四
年
十
月
一
日

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



第
八
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
条
の
三
第

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
条
の
三
第

二
項
（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に
第
三
号
様
式
別
表
、
第
五
号
の
四
様
式

二
項
（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に
第
三
号
様
式
別
表
、
第
五
号
の
四
様
式

及
び
第
五
号
の
十
三
様
式
は
、
令
和
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

及
び
第
五
号
の
十
三
様
式
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

に
よ
る
。

の
例
に
よ
る
。



（
地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総

務
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

第
一
条

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
七
を
同
令
第
一
条
の
十
九
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
一
条

一

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
七
を
同
令
第
一
条
の
十
九
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
一
条

の
十
六
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
一
条
の
十
八
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
一
条
の
十
五
の
次
に
二

の
十
六
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
一
条
の
十
八
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
一
条
の
十
五
の
次
に
二

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
十
五
号
の
五
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
十
五
号
の
五
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定

令
和
元
年
六
月
一
日

定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定

平
成
三
十
一
年
六
月
一
日

二

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
十
六
及
び
第
八
条
の
十
七
の
改
正
規
定

令
和
元
年
七
月
一
日

二

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
十
六
及
び
第
八
条
の
十
七
の
改
正
規
定

平
成
三
十
一
年
七
月

一
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十

六
及
び
第
一
条
の
十
七
の
規
定
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
二
項
に

六
及
び
第
一
条
の
十
七
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
二

規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い

項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」

い
う
。
）
が
同
項
に
規
定
す
る
申
出
書
等
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

と
い
う
。
）
が
同
項
に
規
定
す
る
申
出
書
等
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定
を
都
道
府

２

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定
を
都

県
等
が
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
一
条
の
十
六
及
び
第
一
条
の
十
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

道
府
県
等
が
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
一
条
の
十
六
及
び
第
一
条
の
十
七
の
規
定
の
適
用
に

て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
一
条
の
十
六
第
二
項

毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
九
月

令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月

第
一
条
の
十
六
第
二
項

毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
九
月

平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十

三
十
日
ま
で

三
十
日
ま
で

三
十
日
ま
で

二
年
九
月
三
十
日
ま
で

を
い
う
。

を
い
う
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
、
指
定

を
い
う
。

を
い
う
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
、
指
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
等
に
つ
い

を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
等
に
つ
い

て
、
当
該
期
間
を
指
定
対
象
期
間
と
す
る

て
、
当
該
期
間
を
指
定
対
象
期
間
と
す
る

こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に

こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に

は
、
当
該
都
道
府
県
等
に
係
る
指
定
対
象

は
、
当
該
都
道
府
県
等
に
係
る
指
定
対
象

期
間
は
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
九

期
間
は
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
同

月
三
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
に
係
る
指
定
を
さ
れ
た
都
道
府
県
等
は
、
前
二
項
の

合
に
お
け
る
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
に
係
る
指
定
を
さ
れ
た
都
道
府
県
等
は
、
前
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定
を
受
け
る

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定

た
め
に
、
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
書
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

を
受
け
る
た
め
に
、
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
書
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
等
が
行
う
当
該
申
出
書
等
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
同
条
及
び
新
規
則
第
一
条
の
十
七

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
等
が
行
う
当
該
申
出
書
等
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
同
条
及
び
新
規
則
第
一



の
規
定
を
適
用
す
る
。

条
の
十
七
の
規
定
を
適
用
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

第
九
条
の
二
第
七
項
第
二
号
中
「
第
九
項
第
二
号
」
を
「
第
十
二
項
第
二
号
」
に
、
「
実
施
要
領
」
を
「
燃

第
九
条
の
二
第
七
項
第
二
号
中
「
第
九
項
第
二
号
」
を
「
第
十
二
項
第
二
号
」
に
、
「
実
施
要
領
」
を
「
燃

費
評
価
実
施
要
領
」
に
、
「
第
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
項
第
二
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
九

費
評
価
実
施
要
領
」
に
、
「
第
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
項
第
二
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
九

条
の
四
」
に
、
「
当
該
自
動
車
が
平
成
三
十
二
年
度
燃
費
基
準
十
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
記

条
の
四
」
に
、
「
当
該
自
動
車
が
平
成
三
十
二
年
度
燃
費
基
準
十
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
記

載
さ
れ
て
」
を
「
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に

載
さ
れ
て
」
を
「
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項

次
の
一
項
を
加
え
る
。

中
「
当
該
自
動
車
が
」
を
「
お
い
て
」
に
、
「
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
」
を
「
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
」
に
改

９

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ


に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
自
動
車
が
」
を
「
お
い
て
」
に
、
「
こ
と
が
記
載
さ

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第

れ
て
」
を
「
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と

一
項
第
三
号
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
基
準
と
す
る
。

し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、

第
九
条
の
二
第
六
項
中
「
当
該
自
動
車
が
」
を
「
お
い
て
」
に
、
「
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
」
を
「
旨
が
明
ら

同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

か
に
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
自
動
車
が
」
を
「
お
い
て
」

に
、
「
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
」
を
「
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
十
九
条
第
一
項

第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

［
略
］

［
同
上
］

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
）

（
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
）

［
第
二
十
五
条

略
］

［
第
二
十
五
条

同
上
］

（
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
）

（
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
六
条

［
略
］

第
二
十
六
条

［
同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

８

対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の
う
ち
二
輪
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
輪
自
動

８

［
同
上
］

車
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場

合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の

主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
十
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

一

［
同
上
］

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
の
用
途
を
廃
止
し
又
は
解
体
し
た
日

［
新
設
］

［
ヘ

略
］

［
ヘ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
９

略
］

［
９

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］



第
十
六
条
の
四
十
二
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
四
十
二
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

［
様
式

別
紙
四
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
三

挿
入
］

［
略
］

［
同
上
］

第
三
十
三
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

［
様
式

別
紙
四
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
五

挿
入
］

［
略
］

［
同
上
］

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第

二

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第

四
項
並
び
に
第
二
条
の
三
の
二
か
ら
第
二
条
の
三
の
七
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
三
号
様
式
別
表
裏

四
項
並
び
に
第
二
条
の
三
の
二
か
ら
第
二
条
の
三
の
七
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
三
号
様
式
別
表
裏

面
、
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
五
の
二
様
式
及
び
第
五
十
五
号
の
七
様
式
備
考
の
改
正
規
定
並
び
に
次

面
、
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
五
の
二
様
式
及
び
第
五
十
五
号
の
七
様
式
備
考
の
改
正
規
定
並
び
に
次

条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六

項
」
を
加
え
、
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
第
三
百
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
」

項
」
を
加
え
、
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
第
三
百
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
」

を
「
第
三
百
十
七
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
表
地
方
税
法
施

を
「
第
三
百
十
七
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
表
地
方
税
法
施

行
規
則
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
三
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
条
の
三
の
三
第

行
規
則
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
三
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
条
の
三
の
三
第

二
項
及
び
第
四
項
」
を
、
「
第
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
、

二
項
及
び
第
四
項
」
を
、
「
第
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
、

「
第
十
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
二
の
八
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
条

「
第
十
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
二
の
八
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

令
和
二
年
一
月
一
日

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

平
成
三
十
二
年
一
月

一
日

三

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
令
第
一
条
の
九
の
五
を
同
令
第
一
条
の
九

三

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
令
第
一
条
の
九
の
五
を
同
令
第
一
条
の
九

の
七
と
し
、
同
令
第
一
条
の
九
の
四
を
同
令
第
一
条
の
九
の
六
と
し
、
同
令
第
一
条
の
九
の
三
の
次
に
二
条

の
七
と
し
、
同
令
第
一
条
の
九
の
四
を
同
令
第
一
条
の
九
の
六
と
し
、
同
令
第
一
条
の
九
の
三
の
次
に
二
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
条
の
三
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
条
の
四
第
二

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
条
の
三
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
条
の
四
第
二

項
第
二
号
、
第
三
条
の
四
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
条
の
四
の
三
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令

項
第
二
号
、
第
三
条
の
四
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
条
の
四
の
三
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令

第
四
条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
四
条
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

第
四
条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
四
条
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

令
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
五
条
の
二
の
三
と
し
、
同
令
第
五
条
の
次
に

令
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
五
条
の
二
の
三
と
し
、
同
令
第
五
条
の
次
に

二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十
条
の
二
の
十
一
を

二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十
条
の
二
の
十
一
を

削
り
、
同
令
第
十
条
の
二
の
十
を
同
令
第
十
条
の
二
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
条
の
二
の
九
第

削
り
、
同
令
第
十
条
の
二
の
十
を
同
令
第
十
条
の
二
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
条
の
二
の
九
第

二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
十
条
の
二
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
条
の
二
の
八
第

二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
十
条
の
二
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
条
の
二
の
八
第

二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
十
条
の
二
の
九
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
十
条
の
二
の

二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
十
条
の
二
の
九
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
十
条
の
二
の

七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
三
条
の
二
を
削
り
、
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
二

七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
三
条
の
二
を
削
り
、
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
二

を
同
令
附
則
第
三
条
の
二
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
七

を
同
令
附
則
第
三
条
の
二
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
七

第
二
項
第
三
号
ロ
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令

第
二
項
第
三
号
ロ
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令

に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
地
方
税
法
（
昭
和

に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
地
方
税
法
（
昭
和



二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項
」
を
「
第
四
十

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項
」
を
「
第
四
十

項
、
第
四
十
一
項
、
第
五
十
項
、
第
五
十
一
項
及
び
第
五
十
七
項
」
に
改
め
、
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
」

項
、
第
四
十
一
項
、
第
五
十
項
、
第
五
十
一
項
及
び
第
五
十
七
項
」
に
改
め
、
「
第
七
十
二
条
の
三
十
一
」

の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
三
十
七
項

の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
三
十
七
項

（
」
を
「
、
第
三
十
七
項
、
第
四
十
六
項
、
第
四
十
七
項
及
び
第
五
十
三
項
（
」
に
改
め
、
「
第
三
十
七
項

（
」
を
「
、
第
三
十
七
項
、
第
四
十
六
項
、
第
四
十
七
項
及
び
第
五
十
三
項
（
」
に
改
め
、
「
第
三
十
七
項

に
つ
い
て
は
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
四
十
六
項
、
第

に
つ
い
て
は
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
四
十
六
項
、
第

四
十
七
項
及
び
第
五
十
三
項
に
つ
い
て
は
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限

四
十
七
項
及
び
第
五
十
三
項
に
つ
い
て
は
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限

る
。
）

令
和
二
年
四
月
一
日

る
。
）

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

四

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定

令
和
四
年
一
月
一
日

四

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定

平
成
三
十
四
年
一
月
一

日

五

第
三
条
の
規
定

令
和
十
六
年
四
月
一
日

五

第
三
条
の
規
定

平
成
四
十
六
年
四
月
一
日

［
六

略
］

［
六

同
上
］

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
十
五
号
の
七
様
式
の
適
用
に

第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
十
五
号
の
七
様
式
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
限
り
、
同
様
式
備
考
中
「特

例
控

除

つ
い
て
は
、
平
成
三
十
二
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
限
り
、
同
様
式
備
考
中
「特

例

対
象

寄
附

金
の

額

」
と
あ
る
の
は
、
「特

例
控

除
対

象
寄

附
金

の
額

及
び

同
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

寄
附

控
除

対
象

寄
附

金
の

額

」
と
あ
る
の
は
、
「特

例
控

除
対

象
寄

附
金

の
額

及
び

同
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

金

（令
和
元
年
６

月
１
日
前

に
支
出
し
た

も
の
に
限

る

）の
額

」
と
す
る
。

寄
附

金

（令
和

元
年

６
月

１
日
前

に
支
出
し

た
も
の
に
限

る

）の
額

」
と
す
る
。

。
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

第
四
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
は
、
令
和
元
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間

う
。
）
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の

を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六

期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
百

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
三
十
五
条
の
十
七
第

十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
三
十
五
条
の
十

一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

七
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取
扱
費
（
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た

い
て
同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取
扱
費
（
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行

め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ

う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以

の
条
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
昭
和
二

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
昭

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
百
十
三
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
百
十
三
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
の
十
四
第
一
項
に
規

る
徴
収
取
扱
費
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

定
す
る
徴
収
取
扱
費
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は
地

て
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又

方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付
額

は
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納

の
払
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

付
額
の
払
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ

は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い

る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条

う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条

の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
す
る
。

適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
す
る
。

２

令
和
元
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て

２

平
成
三
十
一
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ

の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二

い
て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条

の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令

の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年



第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の

政
令
第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
」

る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
す
る
。

３

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

３

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
元
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
三
十
一
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間

る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の

と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七

二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
附
則
第
四
条
第
一
項

条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
附
則
第
四
条
第

後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条
第
三
項
」
と
す
る
。

一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条
第
三
項
」
と
す
る
。

４

令
和
元
年
十
二
月
か
ら
令
和
二
年
二
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払

４

平
成
三
十
一
年
十
二
月
か
ら
平
成
三
十
二
年
二
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱

に
つ
い
て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第

費
の
支
払
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十

新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条

（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政

附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第

令
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
す
る
。

一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政

令
」
と
す
る
。

５

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

５

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
元
年
十
二
月
か
ら
令
和
二
年
二
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
三
十
一
年
十
二
月
か
ら
平
成
三
十
二
年
二
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取

期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則

扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
附
則
第
四

る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条
第
四
項
」
と
す
る
。

「
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条
第
四
項
」
と
す
る
。

第
五
条

令
和
二
年
四
月
一
日
前
に
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
事
業
者
（
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七
十
七
第
一

第
五
条

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
前
に
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
事
業
者
（
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七
十
七

号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
同
日
以
後
最
初
に
開
始
す
る
課
税
期
間

第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
同
日
以
後
最
初
に
開
始
す
る
課
税

（
同
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
所
得
税
法
等
の
一
部
を

期
間
（
同
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
所
得
税
法
等
の
一

改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
昭
和
六
十

法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
に
該
当
す
る
事
業
者
（
地
方
税
法
第
七
十

三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
に
該
当
す
る
事
業
者
（
地
方
税
法
第

二
条
の
八
十
七
各
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
課

七
十
二
条
の
八
十
七
各
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
当

税
期
間
開
始
の
日
以
後
一
月
以
内
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
二

該
課
税
期
間
開
始
の
日
以
後
一
月
以
内
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
七
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
届
出
を
行

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
七
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
届
出

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
及
び
表
中
に
挿
入
さ
れ
る
別
紙
の
［

］
の
記
載
並
び
に
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


